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シンポジウム「阪神・淡路大震災を振り返り、来たる大地震に備える 

～建築振動研究に課せられたもの～」主旨説明 
 

振動運営委員会主査・福和 伸夫（名古屋大学） 
 

 兵庫県南部地震から 16 年が経過した。16 年前に被災地に立った多くの建築技術者は、そ
の惨状に驚き、同じ災害を二度と繰り返すまい、と誓った。震災の半年後、日本建築学会は、

「建築および都市の防災向上へむけての課題（第一次提言）」を著した。この提言では、総合

的に検討すべき課題として、「Ａ．災害に強い都市づくりの推進」、「Ｂ．既存不適格建物の耐

震対策」、「Ｃ．耐震性能を明確化した設計法の開発」、「Ｄ．災害情報システムの確立」、「Ｅ．

地震災害の防止・軽減に関する基礎的研究の振興」の５項目を掲げた。 

これらの課題の多くは、この 16年間で、解決・改善されてきた。特に、Ｄについては、ICT

の進展もあり、緊急地震速報や各種の災害情報システムとして具現化した。 また、Ａ～Ｃ

も、応急危険度判定士の養成や耐震改修促進法の制定などの仕組み作り、建築基準法の耐震

規定の改正など新たな検証法の整備、各種の耐震化工法の開発など、着々と進展してきた。

しかし、現行耐震基準を満足しない既存不適格住宅の耐震改修はなかなか進んでいない。 

 震災の半年後、地震防災対策特別措置法が制定され、地震による被害の軽減に資する地震

調査研究の推進を図るために地震調査研究推進本部が設置された。地震調査研究推進本部は、

主要な活断層の調査、地震の長期評価、堆積平野の地下構造調査、地震動予測地図の作成、

日本の地震活動の出版など、地震の発生や地震による地盤の揺れの解明、情報の公開などに

多大な貢献をしてきた。最近では、地震動予測地図の高解像度化や長周期地震動の地震動予

測地図なども手がけ、これらの成果を印刷媒体や地震ハザードステーション J-SHISなどを介
して広く公開している。この結果、誰もが、予測結果に加え、基礎データやプログラムシス

テムを容易に入手できる環境が整ってきた。 
また、地震現象の理解を目的として、GPS 連続観測網、高感度地震観測網 Hi-net、広帯域
観測網 F-net、強震観測網 K-NET・KiK-netなどの基盤的地震観測網が整備され、大量の観測
記録が蓄積されてきた。F-netの記録は震源情報の公開へとつながり、Hi-netの記録は緊急地
震速報にも活用され、観測記録が多面的に利用されつつある。また、消防庁予算で自治体が

設置した計測震度計も整備・更新され、今では国内全市町村で地震観測記録が取得されてい

る。強震観測網 K-NET・KiK-netで得られた大加速度記録は、構造物の耐震設計の考え方に大

きな影響を及ぼしている。 
さらに、文部科学省は、「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」（2002～2006年度）、「地

震・津波観測監視システムの構築」（2006～2009 年度）、「首都直下地震防災・減災特別プロ

ジェクト」（2007～2011年度）、「東海、東南海、南海地震連動性評価研究プロジェクト」（2008

年～2012 年度）、「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究プロジェクト」（2008～2012 年度）

などの大型プロジェクトを実施してきた。また、中央防災会議も、東海地震、東南海・南海

地震、首都直下地震などに対する地震動予測や被害想定を実施し、結果を広く公表している。

この結果、南海トラフを中心に、アスペリティと海山のもぐり込みとの関係や、付加体の構

造なども明らかになりつつあり、震源や伝播経路の情報も蓄積されつつある。また、震源の
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摩擦則などの解明と共に地震の発生シミュレーションなども具体化しつつある。 

 一方、構造物の耐震性能についての研究も、防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センタ

ーの実大三次元震動破壊実験施設（Ｅディフェンス）を中心に様々な成果が得られてきた。

Ｅディフェンスによる多数の実大震動実験結果は、構造物の終局挙動を明らかにすると共に、

その実験映像は市民の啓発に多大な貢献をしてきた。最近では、高層建物や免震建物の実験

も行われ、長周期地震動に対する問題の所在を明らかにすると共に制震改修の効果の実証も

されてきた。 

 建築物の耐震性能向上に関する進展も著しい。兵庫県南部地震において、免震構造物の効

果が実証され、免震構造物が急増し、また、高層建物では制震装置の設置も一般化してきて

もいる。センシング技術の進展で、構造ヘルスモニタリングの実施事例も増えている。2000
年の建築基準法の改正に伴い、表層地盤の増幅や動的相互作用効果を考慮した設計法が導入

され、免震構造の告示化も図られた。また、2003年十勝沖地震以降、長周期地震動に対する
社会の関心も増大してきている。最近では、高層ビルの制震改修の実施事例も報告されてい

る。このように、振動の制御を前提とした構造物が増えると共に、入力地震動の重要度が増

している。 
このように、震源域や地下構造の理解度が増し、強震動予測などの信頼性も格段に向上し

てきた。また、実大実験を通し、構造物の終局挙動に関する理解も深まってきた。建築界と

しても、これらの成果を生かした耐震設計が望まれるようになっている。 
一方で、軟弱な地盤に建つ建築物の強震観測が取り残されてしまったため、都市域の建築

物に作用する本当の入力と建物の有する実力が未解明のままになっている点は否めない。

2004年新潟県中越地震における小千谷小学校での地盤記録と建物内記録の乖離、2007年中越
沖地震や 2009年駿河湾の地震などでの、原子力発電所敷地内の揺れの空間的変動の大きさな
ど、観測密度の増大とともに、建築物への入力地震動について説明が難しい問題も増えてい

る。また、建物地震観測記録や、E-Defenseでの実大振動実験記録などには、未だ十分な説明
ができていない事例も多く残っているように思われる。 
今後、建築設計に用いる地震力をより適正なものにするためには、表層地盤の増幅、地盤

から建物への入力、建物の応答性状などの理解をより一層高める必要がある。表層地盤の物

性評価、非線形性や不整形性、基礎と地盤間の地盤のゆるみや接触非線形、地下逸散減衰効

果や、建物応答増幅・立体振動効果などの現象の理解を深め挙動の予測技術を向上させると

共に、より性能の高い免震・制震技術や構造同定技術の開発などを進めていく必要があり、

振動運営委員会が果たすべき役割は大きい。 
振動運営委員会では、兵庫県南部地震以降の 16年間、建築振動研究の立場から、現象の理

解、被害原因の解明、被害軽減策の策定などに取り組んできた。兵庫県南部地震以前に比べ、

格段に理解が進んだ部分もあれば、依然として理解不足の課題もあると思われる。本シンポ

ジウムでは、この 16年間、われわれは何ができ、何ができなかったのか、建築振動研究の立
場で、考えることで、今後の振動研究の在り方について考えてみたい。ご参加の皆さまの活

発な議論を期待する次第である。 
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阪神・淡路大震災後の振動運営委員会活動 

 
振動運営委員会・渡壁 守正（戸田建設） 

 

１．はじめに 

振動運営委員会は1986年に発足して以来，今日までの24年間にわたり，耐震設計の発展に大きく貢

献してきた[1]．現在の運営委員会の傘下にある小委員会は，地震荷重小委員会，免震構造小委員会，
地盤震動小委員会，基礎構造系振動小委員会，建物の構造振動制御小委員会，強震観測小委員会，構

造ヘルスモニタリング小委員会の７委員会である．耐震設計の発展は，画期的な発明・発見とは縁遠

いものであり，飛躍的に進歩することはきわめて希であり，永年の研究の積み重ねによる成果が総合

され進展してきたものである．地震災害の防止・軽減は，そのような地道な基礎研究が応用されて初

めて建物の耐震設計あるいは都市防災に効果を及ぼすものと考える． 

兵庫県南部地震から16年，その間にも様々な被害地震を経験している．地震被害の発生するたびに

新たな問題点が露呈している．このような中，「阪神・淡路大震災を振り返り，来たる大地震に備え

る-建築振動研究に課せられたもの-」と題したシンポジウムを開催し，各小委員会が横断的に各委員

会での研究成果を紹介し，議論することは有意義なことである． 

振動運営委員会の傘下にある各小委員会の研究成果が耐震性や防災上どのように役だっているの

かを横断的な視点で捉え，議論することで各小委員会の役割を顕在化させることが重要と考える．詳

細については，以降の章で各小委員会の活動として紹介されているので，そちらに譲ることとし，本

章では，各小委員会の主な活動と成果を中心に系譜としてまとめ簡単に概要を紹介する． 

 今後の振動運営委員会の研究活動においても，本シンポジウムで紹介されるような横断的な委員会

間のつながりを活用していくことが重要であると考えている．さらに，振動運営委員会内外の委員会

の方々との情報交換も進めることで，研究がより一層進展・深化することが期待される．  

 

２．振動運営委員会傘下にある小委員会の概要 

 まず，「建築振動工学の発展と耐震設計」のシンポジウム[2]で報告されている振動運営委員会の前
身である振動分科会の発足と振動運営委員会の変遷および歴代の主査を表１に簡単に紹介し，阪神・

淡路大震災後の振動運営委員会および委員会傘下にある小委員会の系譜を表２に示した．ここでは，

現在の振動運営委員会傘下にある小委員会が震災後取り組んだ活動・成果の概要について以下に紹介

する．表内の主な被害地震は気象庁の被害地震資料より調べ、最大震度５以上の地震を掲載している．

[http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/higai/#higai2006] 
 

2.1 地震荷重小委員会 

位置付け ：建築物の耐震設計で使われるべき地震荷重に関する学会案を作成する． 

役 割  ：本小委員会は地震に対する建築物の要求性能を満たす設計用地震荷重の与え方や今後の

方向性等について検討することを目的とする． 

活動は昭和 45 年にスタートし(初代主査：中川恭次)，既に 40 年近い歴史を持っている．その目

的の一つが建築物の耐震設計で使われるべき地震荷重に関する学会案を作成することであった．静的

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/higai/#higai2006
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震度法から動的解析手法を利用した耐震設計法への移行を目指して，地震荷重に関する原案を作成す

ることを目標としてスタートした． 

地震荷重小委員会では，地震に対する建築物の要求性能を満たす設計用地震荷重の与え方やその今

後の方向性等について検討し，地震被害調査結果や，強震動予測手法，建築物応答評価法それぞれの

進展を踏まえ，学会独自の地震荷重評価法の提案や，地震荷重に関わる関連研究の整理などを行い，

シンポジウム，講習会等で，それら当小委員会の成果を紹介し，必要に応じて刊行物にまとめること

を主たる活動としている． 

強震動，地盤応答，動的相互作用，建物応答，基礎・上部構造の構造特性を踏まえた設計クライ

テリアの評価など，関連する委員会が多く，細分化された学問領域を横断し，総合する役割を担っ

ている． 

＜主な活動歴＞ 

1996年 9月 「活断層による地震と地震荷重」大会（近畿）構造部門（振動）ＰＤ 

1998年 1月  「多次元入力地震動と構造物の応答」刊行 

1999年 9月 「これからの地震荷重と今後の課題」大会（中国）構造部門（振動）ＰＤ 

2000年 6月  「地震荷重－内陸直下地震による強震動と建築物の応答」刊行 

2005年 9月 「最近の被害地震に学ぶ : 地震動特性と地震荷重」大会（近畿） 

構造部門（振動）ＰＤ，地盤振動小委員会と共催 

2007年 8月 「性能設計と地震荷重」大会（九州）構造部門（振動）ＰＤ  

2008年 3月  「地震荷重－性能設計への展望」刊行 

2009年 9月 「建物の耐震性能と耐震性向上技術－観測地震動と設計用入力地震動－」大会（東北）

構造部門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

2014 年の建築物荷重指針・同解説の改定，杭基礎の二次設計を目指した建築基礎構造設計指針

の改定に合わせて，兵庫県南部地震以降に蓄積してきた知見を踏まえ，反映可能な地震荷重設定法，

設計方法（計算手法）などを整備する．また，その前段階として，海溝型地震や内陸直下地震時に

おいて懸念される過大な予測地震動を念頭に，耐震性能を的確に評価できる応答指標とそのクライ

テリア，それらを踏まえた設計用地震荷重の設定方法の提案を行う．そのためのシンポジウム開催

や刊行物の作成のための活動が計画されている． 

 

2.2 免震構造小委員会 

位置付け：2000 年の建築基準法の改正施行により，免震構造の告示計算が示され，免震部材の認

定制度も始まった．法整備が進む一方，戸建て免震と超高層免震建物も増え，設計用入

力地震動の設定，免震部材の大型化に伴う性能評価や施工上の問題，上部構造の設計ク

ライテリアなどの新たな問題も出てきている．これらの問題を総合的に評価し，免震構

造の設計体系を議論できる場として本委員会が設置された． 

役 割 ：本小委員会では免震構造の最新の研究成果などを反映させた「免震構造設計指針」の改

訂版を作成することを目的とする． 

2001年 9月に免震構造設計指針（第 3版）を刊行し，当時の免震構造小委員会は解散した．いま

免震構造は戸建て住宅，超高層建築，原子力関連施設まで適用されるようになった．しかし，長周期

地震動や震源近傍での大入力地震動による建物応答，免震部材の種類や性能が多様化するなど 2001
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年当時とは免震構造の状況も大きく変わってきている． 

また，2000 年の建築基準法の改正施行により，免震構造の告示計算が示され，免震部材の認定制

度も始まった．法整備が進む一方，設計用入力地震動の設定，免震部材の大型化に伴う性能評価や施

工上の問題，上部構造の設計クライテリアなどの新たな問題も出てきている．これらの問題を総合的

に評価し，免震構造の設計体系を議論するために，免震構造小委員会を 2009年に設置した． 

免震構造の最新の研究成果などを反映させた「免震構造設計指針」の改訂版を作成することを最終

的な目的として活動中である． 

＜主な活動歴＞ 

1997年 9月 「耐震設計における性能評価-耐震・免震・制震（振）構造の比較」大会（関東）構造

部門（振動）ＰＤ 

2000年 9月 「耐震技術 : 20世紀にしてきたこと，21世紀にすべきこと」大会（関東）構造部門

（振動）ＰＤ, 建物の構造振動制御小委員会と共催 

2001年    免震構造設計指針の第 3版を刊行 

・1995年兵庫県南部地震を契機に免震建築棟数が増加 

・用途の多様化，免震システムの多様化の進展，ゴム材料は G4が主流 

・積層ゴムの高面圧化，低摩擦支承や直道転がり支承などによる長周期化 

・各種標準模擬地震動（BCJ波，臨海波，横浜波，大阪波） 

・免震告示（平 12建告 2009号）による大臣認定不要ルートが創設 

・免震部材が指定建築材料に指定（平 12建告 1446号） 

・超高層建物への適用が本格化，余裕度検討は不要 

・告示波＋サイト波 3波＋標準 3波が用いられ，表層地盤による地震動の増幅考慮 

2009 年 9 月 「建物の耐震性能と耐震性向上技術-建物の耐震性能と評価指標-」大会（東北）構造

部門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

過去の免震構造小委員会の成果としては 1989年に免震構造設計指針の初版を刊行し，1993年に

第 2版，そして 2001年に現行の第 3版を刊行した．これら免震構造小委員会の成果を継承し，現

委員会では 2013年に改訂版（第 4版）の刊行を目指している． 

 

2.3 地盤震動小委員会 

位置付け：強震動・地盤震動に関する研究上の諸問題，研究状況，動向を把握し，シンポジウムを開

催して，地盤震動研究の方向付けを行う．その成果を生かし，設計用地震動作成手法の高

精度化に貢献する．  

役 割 ：毎年秋に地盤震動シンポジウムを開催し，上記目的を達成する．加えて，年次大会時期に

あわせ，開催地の地盤震動研究に関して情報を交換する地域交流会を開催．以上の活動を

通し，建築学会員に強震動・地盤震動研究の情報を発信する． 

＜主な活動歴＞ 

毎年秋に地盤震動シンポジウムを開催 

1995～1998年 第 23～26回の 4年間は「兵庫県南部地震の強震動の解明」に焦点を当てたシンポ

ジウムを開催 

2002～2005年 第 30～34回の 5年間は「地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか」と題し，入
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力地震動の作成法を提案した．さらに，2006 年以降は頻発した内陸地殻内地震を

取り上げ，震源近傍の地震動の解釈と設計用入力地震動への反映について議論 

2004年 8月 「強震動予測と設計用入力地震動」大会（東北）構造部門（振動）ＰＤ 

2005年 9月 「最近の被害地震に学ぶ : 地震動特性と地震荷重」大会（近畿）構造部門（振動）ＰＤ，
地震荷重小委員会と共催 

2009 年 9 月 「建物の耐震性能と耐震性向上技術-観測地震動と設計用入力地震動-」大会（東北）

構造部門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

2010年 9月 「兵庫県南部地震から 15年耐－建物への入力地震動はどこまで解明されたか－」大会

（富山）構造部門（振動），基礎構造系振動小委員会と共催 

兵庫県南部地震以降の精力的研究によって地震動を定量的に予測する技術は急速に進展し，シン

ポジウムの開催や刊行物の出版を通して地盤震動小委員会が果たしてきた役割は大きいと自負し

ている．また，地震動の評価技術の成果を生かして，地震調査推進本部から全国の地震発生域の長

期発生予測に基づいたシナリオ地震予測地図が続々と公表されている．これら強震動予測波形の精

度は全国的に展開された観測網による地震記録によって検証されつつある．一方，近年頻発してい

る内陸地殻内地震の震源近傍では，その観測地震動の加速度レベル，あるいはそのマグニチュード

の割には建物被害が軽微であった．これは観測や予測が示す地震動と設計用の地震動にギャップが

あることを意味する．このギャップは兵庫県南部地震の被害率からも指摘されてきた．巨大地震の

発生が危惧されている現在，その定量化が急務であり，今後取り組むべき課題と認識して，活動中

である． 

 

2.4 基礎構造系振動小委員会 

位置付け：上部構造と基礎構造の耐震問題を動的相互作用の観点から捉える．動的相互作用には，

建物への入力地震動への寄与（表層地盤増幅と入力損失）と上部構造の振動特性への寄

与（周期の延びと逸散減衰の考慮）があり，両面からの検討を行い，動的相互作用現象

の解明と耐震設計への導入について，知見を蓄積する． 

役 割 ：基礎構造の耐震性の取り扱いには，上部構造の挙動と表層地盤の挙動が関係し，両者の

寄与について明確にする必要がある．1995 年兵庫県南部地震後は，特に大地震を想定

した，非線形相互作用（杭の挙動・被害，地盤の非線形挙動・液状化）の解明が行われ

ている．一方耐震設計への導入については，複雑な動的相互作用現象のわかりやすく説

明する必要があり，耐震設計の合理化に向けた現象の解明と簡易化に力を注いでいる． 

建物と地盤の動的相互作用（建物周期や減衰定数及び建物への入力地震動）が建物・基礎の地震時

応答に与える影響を明確にすることを目的として，活動している． 

1998 年の建築基準法改正により，地盤増幅と動的相互作用を耐震設計に取り入れることが可能と

なった．また，最近の地震被害からも相互作用が構造物の応答に与える影響が大きいことが再確認さ

れている．本委員会では，相互作用の観点から建物への入力地震動を的確に捉えるための検討を行う

とともに，構造物の地震時応答をより的確に把握するために相互作用研究を行い，現象の解明と耐震

設計の合理化を目指している．2006 年には「建物と地盤の動的相互作用を考慮した応答解析と耐震

設計」を刊行し，動的相互作用のより平易な説明や簡易評価法を充実させた．また講習会を開催する

などし，内容の理解への支援にも注いでいる．「第８回構造物と地盤の動的相互作用シンポジウム」
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や「非線形相互作用と耐震設計ワークショップ」では，非線形相互作用の解明と設計への組み込みに

着目した検討を行った．非線形相互作用の現象解明については，最近観測される強震記録と建物被害

の関係を明らかにするために，建物・地盤のシミュレーション解析を行い，建物被害に関与する動的

相互作用，基礎構造のモデル化等の影響について検討した． 

＜主な活動歴＞ 
1996年 4月 「入門・建物と地盤の動的相互作用（刊行物）」 

       学会としては，初めての動的相互作用の出版物 

2006年 2月 「建物と地盤の動的相互作用を考慮した応答解析と耐震設計（関係者では，通称緑本） 」 

動的相互作用の現象をわかりやすく解説することを目的として出版し，種々の基礎構

造形式に対応するための簡易な地盤ばねや減衰特性の評価法についてまとめられてい

る． 

2006年 12月 「第８回構造物と地盤の動的相互作用」シンポジウム開催 

2008年 10月 「非線形相互作用と耐震設計」ワークショップ開催 

2009 年 9 月 「建物の耐震性能と耐震性向上技術-建物の耐震性と相互作用-」大会（東北）構造部

門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

2010年 9月 「兵庫県南部地震から 15年耐－建物への入力地震動はどこまで解明されたか－」大会

（富山）構造部門（振動），地盤震動小委員会と共催 

今後は，相互作用を取り入れた簡易な計算法，計算例の見直し，基礎の２次設計に向けた研究の検

討，非線形相互作用の現象解明と耐震設計法への展開等を基礎構造運営委員会・杭基礎の耐震設計小

委員会との連携をしながら検討することを考えている． 

 

2.5 建物の構造振動制御小委員会 

位置付け：地震・風などによって振動する建物の安全性，機能性，居住性を向上させるために，建

物応答制御の考え方と技術を振動論的立場から整理する． 

役 割 ：本小委員会は，今までに提案された制御技術を原理的・本質的な観点から整理し，本技

術が正しく普及される環境をさらに整える． 

建物の振動制御は，建築計画の初期段階で考慮すべき技術の一つとして定着し，この 20年間に

個々の設計レベルで様々な取り組みがなされてきた．現在，主な振動制御の考え方は出揃った感が

ある．その一方で，設計者からは，多様な技術の中から目的に適ったものを効率的に選択する情報

が望まれている．振動制御技術は，従来の建築学科の学習カリキュラムに組み込まれていない制御

や機械に関する知識を多数要求しており，解説書も設計者の立場からは難しく，取り付き難い分野

である．本小委員会は，今までに提案された制御技術を原理的・本質的な観点から整理し，今後と

も本技術が正しく普及される環境を整えることを目的として活動中である． 

＜主な活動歴＞ 

2000年 9月 「耐震技術 : 20世紀にしてきたこと，21世紀にすべきこと」大会（関東）構造部門

（振動）ＰＤ, 免震構造小委員会と共催 

2002 年   「建築構造物のアクティブ振動制御のこれまでの歩みと将来－構造性能の向上にむけ

て－」シンポジウム開催 

       論文 560編（1960-2001年）の抄録，43棟の国内適用事例集 
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2005年   「建築物のためのアクティブ・セミアクティブ振動制御設計」シンポジウム開催 

       阪神・淡路大震災 ⇒ セミアクティブ制御  

2006年   「アクティブ・セミアクティブ振動制御技術の現状」を刊行 

       制御効果の検証法の整理 ⇒ 計測・同定との連携 

2007年   「振動制御技術と新しい展開－交通振動から地震まで－」シンポジウム開催 

       大地震，中小地震，交通振動，環境振動 

       質量項操作，セミアクティブ免震，上下免震，除振・・・ 

2009年 9月 「建物の耐震性能と耐震性向上技術-建物の耐震性・機能性を向上させる新しい対策技

術-」大会（東北）構造部門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

2010年   「建築構造物の振動制御入門」を刊行 

2011年   「建築構造物の振動制御の現状」シンポジウム開催予定（5月） 

そこで，研究開発や技術の詳細解説という従来の委員会活動の視点を変えて，適用という視点から

振動制御技術を大まかに把握できる資料の作成に取り組もうとしている．この委員会活動の方向性に

関しては合意が得られており，2011 年度からは，今までに提案された制御技術を原理的・本質的な

観点から整理し，今後とも本技術が正しく普及される環境を整えるために，本格的な委員会活動が開

始されることになっている．また，本シンポジウムにおける議論や会場からの意見も取り入れて，有

用な活動成果が発表できるように心掛けたいと考えている． 

 

2.6 強震観測小委員会 

位置付け：強震記録に基づく，各地域の地震動及び構造物の地震応答研究に関する情報交換と審議

の場である． 

役 割 ：強震観測に係わる状況，技術，研究の動向を調査し，強震記録の有効活用と強震観測の

更なる発展に資する． 

兵庫県南部地震以来，強震観測のネットワークが種々組織されているが，建築物における観測状況

は十分とは言えず，建築物の耐震性の実証あるいは耐震設計法の実証データはまだ十分とはいえない．

短期的にこのような状況を打破するためには，現況の観測網を有効利用することが望ましく，当委員

会はそのリーダー的役割を果たすことが期待される．また，長期的には公的機関による観測網の整備

が望まれるが，種々の周辺技術や知見を総合して強震観測の有用性を明らかにし，強震観測の普及に

貢献することも，本委員会の任務と考えている． 

＜主な活動歴＞ 

1995年 4月   「強震データの活用に関するシンポジウム- 強震データベースの現状と共同利用の

試み-」シンポジウムの開催 

2000 年 12 月 「強震データの活用に関するシンポジウム-建物の耐震性能設計を目指した強震観

測-」シンポジウムの開催 

2002年 12月 「強震データの活用に関するシンポジウム-建物の強震観測に関する将来像-」シン

ポジウムの開催 

2003年     建物の強震観測に関する将来像(案)の提案(活動報告) 

2005年 3月 「強震データの活用に関するシンポジウム-最近の地震に建築物はどう応答したか-」

シンポジウムの開催 
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2006年 9月 「建築物の地震時挙動を知るために : 建築物における強震観測の意義」大会（関東） 

構造部門（振動）ＰＤ，構造ヘルスモニタリング小委員会と共催 

2008 年 12 月 「強震データの活用に関するシンポジウム-社会に役立つ強震観測-」シンポジウム

の開催 

2009年      自治体震度情報ネットワークの更新に関する要望書(消防庁宛) 

強震観測の重要性の喧伝や強震観測の普及に関しては，5回に渡る主催シンポジウムや，他の機

会をとらえて常に情報発信を行ってきた．しかしながら，建物の強震観測の普及状況は十分とは言

い難い．今後とも建物の強震観測に対する一般の理解を深め，特に建物の強震観測の普及を意識し，

一般ユーザー，設計者などにも分かりやすい解説書など整備中である． 

 

2.7 構造ヘルスモニタリング小委員会 

位置付け：建築構造物の振動観測により，構造物の剛性同定を行い，損傷の程度や動的性能評価を

行い，以って建物の維持管理に役立てる技術 

役 割 ：建物の長寿命化や耐震性能の向上を定量的に評価する技術の確立を目指し，安全で安心 

な社会の実現に資する． 

環境保全および省エネルギの観点から，良質なストックとなる建物の比率を高めることは時代の要

請である．良質なストックでありつづけるためには，機能・性能を常に良い状態に保つ良質なメンテ

ナンスが必要条件である．その基本は，人の健康診断と同じく，建物の機能・性能状態を常に把握し，

正確な情報に基づいた予防措置を講じることにある．本小委員会は，こうした状況に鑑み，建物の機

能・性能の状態を自動的に把握・評価する仕組みについて，学術的な観点から研究することを目的と

して活動中である． 

 本小委員会は平成 14年 4月より活動を開始し，国内外の構造ヘルスモニタリング技術に関する調

査研究を行ってきた．発足当初は，光ファイバーセンサー，形状記憶合金，加速度センサーなどセン

サーに関する調査，構造同定法などの解析手法の調査研究などが活動の中心であった．その後，セン

サー技術の進歩とインターネット環境の格段の進歩により，データ蓄積，データ転送，などの技術進

歩により安価で信頼性のあるセンサーとコンピューティングの融合が瞬く間に一般化した．一方で，

建築構造物や土木構造物の振動計測システムの適用例が増加するに従って，多量のデータをどのよう

に管理し，設計やビル管理にどのように反映させるかといったソフト面での遅れが顕著となってきた． 

この間，新築の構造技術開発から，既存建物の有効利用や耐震補強技術の開発へ社会的要請が変

化するに従って，構造ヘルスモニタリングに対する社会の認識も変化してきた．このような現状を

踏まえると，持続可能な社会システムの構築に向け，構造ヘルスモニタリング技術による建築資産

の管理運営や知識集約的産業の創造などは，本小委員会が今後担っていくべき重要な役割と考える． 

＜主な活動歴＞ 

2002年 4月 「振動・波動に基づく構造性能評価 WG」として活動 

2002年 12月 構造ヘルスモニタリング小委員会に昇格 

2003年 9月 「リスク制御の視点からの構造性能表示」大会（東海）構造部門（振動）ＰＤ 

2005年 12月 建築構造物の健康診断に関するワークショップ 

2006年 9月 「建築物の地震時挙動を知るために : 建築物における強震観測の意義」大会（関東）

構造部門（振動）ＰＤ，強震観測小委員会と共催 
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2008年 9月 「構造ヘルスモニタリングが作る安全・安心な建築空間」 

大会（中国）構造部門（振動）ＰＤ 

2009年 9月 主題テーマ「建物の耐震性能と耐震性向上技術」-建築の構造性能モニタリング- 

大会（東北）構造部門（振動）振動運営委員会主催ＰＤにおいて成果報告 

2010年 7月  第 5回 World Conference on Structural Control and Monitoring, 東京， 

オーガナイズドセッションを企画 

最新の技術動向について討論するため,国内外のワークショップあるいはシンポジウムなどを企

画・開催し，構造ヘルスモニタリング技術についての重要性を研究者，技術者，設計者などに周知し

た．今後は，建築分野におけるシステム同定やセンサ技術などの構造ヘルスモニタリングシステム実

現に欠かせない技術についての調査研究をさらに進めると共に，構造ヘルスモニタリングの必要性・

有効性に加え実現へのロードマップの基礎をまとめ，今後の研究の方向性について議論し，建築学会

会員にその成果を情報提供していきたいと考えている． 

 

３．まとめ 

 以上本章では，阪神・淡路大震災後の振動運営委員会および傘下の小委員会の主な活動内容について記

述した．現在活動中の各小委員会の詳細内容は，各委員会の担当者が以降の章で詳しく記述されているの

で，そちらを参照いただきたい． 
本章をまとめるに当たり，各小委員会の主査の方々には多大なるご協力と助言をいただいた．また，現

振動運営委員会の福和伸夫主査（名古屋大学），宮本裕司幹事（大阪大学）・壇一男幹事（清水建設）の助

言をいただいた．さらに，系譜作成に当たっては日本建築学会研究事業グループの伏見朋枝嬢に一部ご協

力を頂いた．ここに記して，感謝申し上げる． 
各小委員会での活動歴に関わる資料の一部は，論文情報ナビゲータ[3]により検索し整理している． 

 
参考文献 
[1] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会：建築振動工学の発展と耐震設計，2007.4 
[2] 日本建築学会・構造委員会・振動運営委員会、西谷 章：建築振動工学の発展と耐震設計―振動運

営委員会の活動の歴史―，pp.3-8, 2007.4 
[3] 国立情報学研究所： CiNii 論文情報ナビゲータ 



1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

振動運営
委員会

主査：井上　豊　 主査：南　忠夫

主な活動
成果

・「建物の耐震性能と
耐震設計向上技術」大
会ＰＤ開催

・「阪神・淡路大震災
を振り返り、来たる大
地震に備える」運営委
員会傘下の小委員会に
よる横断的シンポジウ
ムを開催

地震荷重
小委員会

主査：西川孝夫　

主な活動
成果

・「多次元入力地震動
と構造物の応答」
（1998年１月刊行）

・「これからの地震荷
重と今後の課題」大会
ＰＤ開催（1999年9
月）

・「地震荷重-性能設
計への展望」（2007年
刊行）

・振動運営委員会の傘
下にある小委員会と協
賛でＰＤを企画（2009
年9月）

地盤震動
小委員会

主査：北川良和

主な活動
成果

・第23回地盤震動シンポ
ジウム「1995年兵庫県南
部地震で試された地盤震
動研究」を開催

・第24回シンポジウム
「1995年兵庫県南部地震
で試された地盤震動研究
(その2)－大阪平野につい
て考える－」を開催

・第25回シンポジウム
「1995年兵庫県南部地震
で試された地盤震動研究
(その3)－震源域での強震
動予測と耐震設計につい
て考える－」を開催

・第26回シンポジウム
「1995年兵庫県南部地震
で試された地盤震動研究
(その4総括)－強震動予測
の将来展望－」を開催

・第27回シンポジウム
「地域的特性を考慮した
地震動予測」を開催

・第28回シンポジウム「
震源近傍の強震動と設計
用入力地震動－トルコ・
コジャエリ地震，台湾・
集集地震の経験を踏まえ
て－」を開催

・第29回シンポジウム
「改正基準法の地震動規
定を考える－地盤震動研
究から見た限界耐力評価
法の評価と課題－」を開
催

・第30回シンポジウム
「設計用地震動は、工学
的基盤で決められるか？
―地盤震動研究を耐震設
計に如何に活かすか(その
1)－」を開催

・第31回シンポジウム
「震源断層を考慮した設
計用地震動評価：地域波
策定の現状と将来展望－
耐震設計に如何に活かす
か(その2)－」を開催

・第32回シンポジウム
「表層地盤の増幅特性評
価の現状と課題－地盤震
動研究を耐震設計に如何
に活かすか（その3）－」
を開催

・第33回シンポジウム
「地震動予測地図を考え
る－如何に活かすか（そ
の4）－」を開催
・「地盤震動-現象と理
論」刊行

・第34回シンポジウム
「設計用入力地震動作成
指針に向けて― 地盤震動
研究を耐震設計に如何に
活かすか[その5：総括]
―」を開催

・第35回シンポジウム
「頻発する内陸地殻内地
震の地震動とその解釈－
新・入力地震動作成手法
の使い方と検証(その1)
－」を開催

・第36回シンポジウム
「度重なる被害地震から
設計用入力地震動を考え
る－新・入力地震動作成
手法の使い方と検証(その
2)－」を開催

・第37回シンポジウム
「地盤震動研究から見た
長周期地震動」を開催
・「最新の地盤震動研究
を活かした強震波形の作
成法」刊行

・第38回シンポジウム
「短周期地震動の発生要
因はどこまで解明された
か」を開催
・大会ＰＤを基礎構造系
小委員会と共催

基礎構造系
振動

小委員会
主査：井口道雄

主な活動
成果

・1995年第4回「非線
形相互作用問題の現状
と課題」シンポジウム
開催

・「入門・建物と地盤
の動的相互作用」
（1996年4月刊行 ）

・「兵庫県南部地震・
強震記録と設計用地震
動との関係」シンポジ
ウム開催

・「近年の大地震の教
訓と相互作用の設計へ
の展開」シンポジウム
開催

・「相互作用の過去・
現在・未来、相互作用
と性能設計」シンポジ
ウム開催

・「地震動と地震荷重
を繋ぐ」大会ＰＤ開催

・「動的相互作用を考慮した耐震設計」 ・「表層地盤の増幅特
性評価の現状と課題」
地盤震動小委員会共催
シンポジウム開催

・「非線形相互作用と
耐震設計（最近観測さ
れる強震記録と建物被
害の関係を考える）」
・増大する地震動レベ
ルと建物の終局耐震設

大会ＰＤ主題解説テー
マ「建物の耐震性と相
互作用」

・兵庫県南部地震から
15年：建物への入力地
震動はどこまで解明さ
れたか」大会ＰＤを地
盤振動小委員会と共催

免震構造
小委員会

主査：秋山　宏
（免震構造小委員会
の廃止に伴い、耐震
設計小委員会設置）

主な活動
成果

・免震構造設計指針」
（第３版）刊行

「建築物の終局耐震性
能評価手法の現状と課
題」シンポジウム
（2005年5月）

「増大する地震動レベル
と建物の終局耐震性の課
題と展望」シンポジウム
（2008年12月）
「建築物の耐震性能評価
手法の現状と課題」
（2009年2月刊行）

大会ＰＤ主題解説テー
マ「建物の耐震性能と
評価指標」（2009年9
月）

構造物の
振動制御
小委員会

主査：西谷章（建築
物振動制御設計資
料作成小委員会）

主査：池田芳樹
（建物の構造振動
制御小委員会）

主な活動
成果

・第２回日本制震(振)
シンポジウム開催
（2000年11月）

・Earthquake Eng.
Struct. Dyn誌に日本
のアクティブ制御技術
を紹介(2001年11月)

・「建築構造物のアク
ティブ振動制御のこれ
までの歩みと将来」シ
ンポジウム開催、文献
抄録集と適用事例集を
配布(2002年11月)

・第３回日本制震
（振）シンポジウム開
催（2004年12月）

・「建築物のためのア
クティブ・セミアク
ティブ振動制御設計」
シンポジウム開催
（2005年5月)

・「アクティブ振動制
御技術の現状」刊行
(2006年5月)
「アクティブ振動制御
技術の現状」シンポジ
ウム開催(2006年12月)

・「振動制御技術と新
しい展開-交通振動か
ら地震まで」シンポジ
ウム開催(2007年12月)

大会PD主題解説テーマ
「建物の耐震性･機能
性を向上させる対策技
術」（2009年9月）

・5WCSCMオーガナイズ
ドセッション「観測に
よる実構造物の制御効
果の実証」企画（2010
年7月）
・「建築構造物の振動
制御入門」刊行

強震観測
小委員会

主な活動
成果

・第２回強震データの
活用に関するシンポジ
ウム「建物の耐震性能
設計を目指した強震観
測」2000年12月

・「第３回強震データ
の活用に関するシンポ
ジウム」開催（2002年
12月）

・「第４回強震データ
の活用に関するシンポ
ジウム」開催（2005年
3月）

・「構造設計から見た
建物強震観測」大会Ｐ
Ｄ開催（2006年9月）

・「第５回強震データ
の活用に関するシンポ
ジウム」開催（2008年
12月）

構造ヘルス
モニタリング
小委員会

主査：西村　功

主な活動
成果

当初、半年間「振動・
波動に基づく構造性能
評価WG」で活動した
後、小委員会が設置

・「建築物の地震時挙
動を知るために」大会
ＰＤ強震観測小委員会
と共催（2006年9月）

・「構造ヘルスモニタ
リングがつくる安全・
安心な建築空間」大会
ＰＤ開催（2008年9
月）

大会ＰＤ主題解説テー
マ「建物の構造性能モ
ニタリング」（2009年
9月）

・５ＷＣＳＣＭオーガ
ナイズセション企画

主な
被害地震

2000年10月 6日鳥取県
西部地震、Mj7.3,最大
震度6強

2001年 3月24日芸予地
震,Mj6.7,最大震度6弱

2003年 5月26日宮城県沖
の地震,Mj7.1,最大震度6
弱
2003年 7月26日宮城県北
部地震,Mj6.4,最大震度6
強
2003年 9月26日十勝沖地

2004年10月23日新潟県
中越地震,Mj6.8,最大
震度7

2005 年3月20日福岡県
西方沖地震,Mj7.0,最
大震度6弱
2005年8月16日宮城県
沖の地震,Mj7.2,最大
震度6弱

2007年3月25日能登半
島地震,Mj6.9,最大震
度6強
2007年7月16日新潟県
中越沖地震,Mj6.8,最
大震度6強

2008年 6月14日岩手・
宮城内陸地震,Mj7.2,
最大震度6強
2008年 7月24日岩手沿
岸北部地震,Mj6.8,最
大震度6弱

2009年 8月11日駿河湾
の地震,Mj6.5,最大震
度6弱

補足

主査：北川良和

主査：井上　豊
（振動制御小委員会）

主査：石山祐二

主査：北村春幸
（耐震設計小委員会）

主査：藤堂正喜

・「兵庫県南部地震の地震被害に学ぶ」シンポ
ジウム

主査：瀬尾和大 主査：萩尾堅治

主査：大川　出

・地震災害委員会、強震観測運営委員会、強震データ小委員会（主査：瀬尾和大）
「第1回強震データの活用に関するシンポジウム」を開催（1994年1月）
・動的外乱に対する設計合同小委員会（１９９５年度、主査：岡田恒男）
・設計体系小委員会（１９９５年度～１９９６年度、主査：秋山　宏）

主査：時松孝次 主査：福和伸夫 主査：宮本裕司 主査：飯場正紀

1995年１月１7日午前5時46分
兵庫県南部地震,Mj7.3,最大震度７
死傷者数 死者6,434人、行方不明者3人
負傷者43,792人
住家被害約64万棟1
被害総額 約10兆円

・米国のＮＳＦと連携して、日米ワークショップを開催
・「リスク制御の視点からの構造性能表示」大会ＰＤ開催（2003年9
月）
・「建築構造物の健康診断に関するワークショップ」開催（2005年12
月）

・「免震構造の研究と設計」シンポジウム開催

主査：和田　章

主査：渡壁守正

主査：三浦賢治

・「建築振動工学の発展と耐震設計」運営委員
会傘下の小委員会による横断的シンポジウムを
開催

主査：西川孝夫

平成23年2月現在

主査：福和伸夫主査：篠崎祐三

表２　阪神・淡路大震災以降の振動運営委員会および傘下小委員会の系譜

主査：三田　彰
（2002年4月～2006年3月）

主査：鹿島俊英

主査：西谷　章
（構造物の振動制御小委員会）

主査：長島一郎
（建築構造物振動制御小委員会）

主査：若松邦夫 主査：片岡俊一

                 主査：三田　彰(2001.9～2003.8)
                  (振動・波動に基づく構造性能評価ＷＧ)

主査：林　康裕

主査：高山峯夫
（免震構造小委員会）

主査：加藤研一

・地震荷重-内陸直下地震による強震動と建築
物の応答」（2000年6月刊行）

・「地震荷重-性能設計への展望-」シンポジウ
ム開催（2003年1１月）

主査：川瀬　博

・「建物と地盤の動的相互作用を考慮した応答
解析と耐震設計」(2006年2月刊行)
・「非線形相互作用の解明と設計への組み込
み」シンポジウム開催(2006年12月)

阪神・淡路大震災 
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阪神・淡路大震災後の地震被害軽減に向けたプロジェクト 

振動運営委員会・壇  一男（清水建設） 
 
1. はじめに 
本稿では、1995年兵庫県南部地震(MJ 7.3)における震度 7の震災の帯を引き起こした強震動
パルスに関連するプロジェクトおよび 2003 年十勝沖地震(MJ 8.0)で石油タンクの火災を引き
起こした長周期地震動に関連するプロジェクトを、地震の現象を客観的にとらえる観測、地

震の現象を解明もしくは予測する調査研究および実験、震災を防ぐための実務展開に分けて

紹介する。 
観測については、防災科学技術研究所による地震観測、国土地理院による GPS観測、総務

省消防庁による震度情報ネットワーク、および気象庁による緊急地震速報を紹介する。調査

研究については、地震調査研究推進本部による活断層の長期評価と強震動評価、日本活断層

学会の設立、文部科学省による大都市大震災軽減化特別プロジェクトと東南海・南海地震に

おける調査研究、および土木学会と日本建築学会による海溝型巨大地震対策への提言を紹介

する。また、実験については、防災科学技術研究所の E-ディフェンスによる実験を紹介し、
実務展開については、大阪府と大阪市による設計用入力地震動の策定、愛知県設計用入力地

震動研究協議会による設計用入力地震動の策定、福岡市による警固断層帯南東部を考慮した

条例の改正、原子力安全委員会における発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂、

国土交通省による設計用長周期地震動の作成手法、日本構造技術者協会による性能設計法の

提案、および中央防災会議による地震対策の大綱を紹介する。 
 
2. 観測 
2.1 防災科学技術研究所による地震観測 
(1) K-NET(強震観測網)1)と KiK-net(基盤強震観測網)2) 

1995年の阪神・淡路大震災では、日本における強震観測体制に対する反省がなされ、日本
のどこで地震が発生したとしても必ず被害地域での記録が取得でき、しかも必要としている

全ての人々が、それらの強震記録を自由に利用できる強震観測・データ流通システムを構築

する必要性が認識された。これをうけ、防災科学技術研究所により、全国規模の強震観測網

K-NET(強震観測網)の整備が開始された(藤原・他, 2007)3)
。これは、全国を約25 kmメッシュ

で覆う強震観測網であり、1996年6月より運用を開始した。さらに、1995年7月には地震防災
対策特別措置法が成立し、当時の総理府に地震調査研究推進本部(現在は文部科学省内)が設置
され、基盤的地震観測網と呼ばれる総合的な地震観測網の整備が開始された。その一環とし

てKiK-net(基盤強震観測網)と呼ばれる地表及び地中での強震観測網の整備が行われた。現在、
K-NETおよびKiK-netの観測点数は約1,700ヶ所に達しており、すべてインターネットを介して
公開されている。 

K-NETとKiK-netで得られた記録は、地震の震源特性や地盤中を伝わる地震波動の減衰や増
幅の特性を解明するうえで、非常に役に立っている。また、日本国内だけではなく、海外で

も活用されており、地震学、地震工学、耐震工学の分野で重要な位置を占めている。 
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(2) Hi-net(高感度地震観測網)4)
とF-net(広帯域地震観測網)5) 

同じく、阪神・淡路大震災のあと、基盤的地震観測網の一環として、防災科学技術研究所

によりHi-net(高感度地震観測網)およびF-net(広帯域地震観測網)も整備された。Hi-netの観測点
数は、現在、約850か所に達しており、微小地震に対する検知能力は格段に向上した。一方、
F-netの観測点数は、現在、約70ヵ所で、震源メカニズムの決定に大いに力を発揮している。 

Hi-netによる地震観測の成果のひとつとして、深部低周波地震によく似た低周波の波動が火
山性微動のように非常に長く継続する現象が、西南日本で広範囲に発生していることが発見

された(Obara, 2002)6)
。これは深部低周波微動と呼ばれ、深さ30 km程度を震源とし、西南日本

に沈み込むフィリピン海プレートの走向と平行に、総延長600 kmの範囲で発生している。現
在、深部低周波微動を用いた地震発生の解明がすすめられている。 
 
2.2国土地理院による GPS(全地球測位システム)観測 7) 
阪神・淡路大震災以前は210点だった国土地理院によるGPS観測点は、現在では1200点以上

に増設されている。このGPS連続観測によって、従来、三角測量の結果から指摘されていた
東北地方から新潟にかけての日本海沿岸、さらに中部・近畿地方へと連なる変形集中帯の存

在がより明瞭なものとなった(Sagiya et al., 
2000)8)

。この変形集中帯はひずみ集中帯と

呼ばれ、大地震との関連が注目されてい

る。図1(海洋研究開発機構のパンフレット
に加筆)9)

に示すように、東北・北海道地方

日本海沿岸の日本海東縁ひずみ集中帯(大
竹・他, 2002)10)

では、近年、1964年新潟地
震、1983年日本海中部地震、1993年北海
道南西沖地震、2004年新潟県中越地震、
2007年新潟県中越沖地震等が発生してい
る。一方、中部・近畿地方に連なる新潟

－神戸ひずみ集中帯では江戸時代以降に

多数の内陸大地震が発生している(Sagiya 
et al., 2000)8)

。こうしたひずみ集中と内陸

地震発生との因果関係は必ずしも明らか

にされていないが、周囲よりもひずみ蓄

積速度が大きいために大地震の発生頻度

が高いと考えられている。 
 
2.3総務省消防庁による震度情報ネットワーク 11) 
総務省消防庁では、各自治体が設置した震度計、気象庁の震度計、防災科学技術研究所の

K-NETの一部を利用し、全国で3,500点を超える震度情報ネットワークが構築されている。震
度情報ネットワークは、国や地方公共団体の適切な初動対応および地域住民、企業等の防災

対応に資する情報提供の実施などに有効に活用されている。 
2.4 気象庁による緊急地震速報12) 

 

 新潟�神戸ひずみ集中帯 

 
1993年北海道南西沖地震 

 
1993年日本海中部地震 

 
2008年岩手宮城内陸地震 

 
2007年新潟県中越沖地震 

 
2004年新潟県中越地震 

 
1995年兵庫県南部地震 

 日本海東縁ひずみ集中帯 

 
2007年能登半島地震 
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図 1 日本海東縁ひずみ集中帯および新潟-
神戸ひずみ集中帯と被害地震 (海洋研
究開発機構のパンフレットに加筆)9) 
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緊急地震速報とは、気象庁の約 200点の地震観測点および防災科学技術研究所の約 800 点
の地震計の P波初動データに基づいて、地震発生直後から震源の位置やマグニチュードMお
よび震度などを短時間で推定し、S 波主要動が到達する前に各地に配信する情報である。こ
の情報を活用することにより、例えば、工事現場では作業員の安全確保が、工場および事業

所では製造装置の緊急遮断と従業員の安全確保が、学校では職員と児童・生徒の安全確保が

迅速にできるようになることが期待される。また、鉄道では列車の安全運行確保が可能とな

り、既に、このような取り組みが様々な分野で始まっている。 
 
3. 調査研究および実験 
3.1 地震調査研究推進本部による活断層の長期評価と強震動評価 13) 

1995年7月に地震防災対策特別措置法が成立し、当時の総理府に地震調査研究推進本部が設
置された。地震調査研究推進本部では、地域ごとの地殻変動、活断層、地震活動の特徴を明

らかにしたうえで、長期的な観点からの地震発生の可能性を評価している。また、この結果

をうけて、これらの地震による強震動の評価も行われている。強震動の評価は、距離減衰式

を用いた簡便法と断層モデルを用いた詳細法の2つで行われており、その結果は、全国地震動
予測地図として公表されている。強震動の評価においては、断層モデルの設定や地下構造モ

デルの構築に関する標準的な方法が提案されており、実務に供されている。 
 
3.2 日本活断層学会の設立 14) 
 前節で述べたように、地震調査研究推進本部では、全国の主要活断層帯に関する基本的な

調査を実施し、その成果に基づいて、地震が発生する可能性を長期評価として公表している。

しかし、地震発生予測のための活断層データは、未だ十分に整備されたとは言えないこと、

および活断層の幾何学的形状と震源過程の関係や大地震の発生様式をはじめとして、明らか

にすべき科学的課題が数多く残されていることから、活断層に関する基礎研究のさらなる発

展、多分野間の連携強化による総合的研究の推進、成果の普及を通じた社会貢献、ならびに

それらを担う人材の育成などを目的として、2007年に日本活断層学会が設立された。 
 
3.3 文部科学省によるプロジェクト 
文部科学省では、防災分野の事業として、下に述べる大都市大震災軽減化特別プロジェク

トと東南海・南海地震における調査研究の 2つが実施された。 
(1) 大都市大震災軽減化特別プロジェクト 15) 
大都市大震災軽減化特別プロジェクトでは、首都圏や京阪神などの大都市圏において、大

地震が発生した際の人的・物的被害を大幅に軽減するための科学的・技術基盤を確立するこ

とを目的とした研究開発が実施された。具体的には、大都市圏地殻構造調査研究、震動台活

用による耐震性向上研究、災害対応戦略研究、および研究成果の地震防災対策への反映が行

われた。 
本プロジェクトは 2006年度に終了し、その内容は 2007 年度からの新規事業である首都直

下地震防災・減災特別プロジェクト 16)に引き継がれた。 
(2) 東南海・南海地震における調査研究 17) 
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東南海・南海地震に関する調査研究では、地震発生可能性の長期評価と強震動や津波の予

測を高精度で行うことを目的として、

プレートの形状・動きや強震動・津波

発生領域を詳細に推定するため、気象

庁関係機関と連携して観測研究がす

すめられている。具体的には、海底下

地殻構造調査研究、微小地震分布を把

握するための海底地震観測研究、およ

び海底地震変動観測の精度向上のた

めの技術開発が行われている。図 2は、
海洋研究開発機構 9)による海底下地殻

構造調査研究の成果の一部である。 
 
3.4 土木学会と日本建築学会(2006)18)による海溝型巨大地震対策への提言 
東海地震等の海溝型巨大地震では、既往の耐震補強で想定した地震動を上回る強い地震動

の発生と、高層建物、長大橋、大型貯槽等の長い固有周期を有する構造物での耐震性が懸念

されている。これを受け、日本建築学会と土木学会では共同研究を行い、巨大海溝型地震に

よって発生する長周期地震動を含む広帯域の地震動の予測および既存構造物の耐震診断と耐

震補強などに関して、地震動、土木構造物、建築構造物の3つの側面から、総括的な提言を行
っている。 
 
3.5 防災科学技術研究所の E-ディフェンスによる実験(梶原, 2010)19) 
防災科学技術研究所の兵庫耐震工学研究センターでは、地震防災における究極の検証手段

として世界最大の実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を稼動し、これまで、42課題
の実験を実施している。E-ディフェンスの究極の目的は数値震動台(構造物の破壊過程を再現
できるシミュレーションシステム)の開発であり、実験はそのためのデータ取得の位置付けに
ある。 
(1) 構造安全性に関する実験 
木造建物実験では、建築基準法が改正された1981年以前に建てられた木造建物を対象とし、

そのような建物が持つ耐震性能の把握、耐震診断法の精度検証、耐震補強の効果が明らかに

されている(写真1)。鉄筋コンクリート建物実験では、1970年代当時の一般的な構造設計手法
により設計された鉄筋コンクリート構造物を想定し、地震時の三次元挙動や崩壊過程の解明、

耐震補強の有用性、補強方法の違いによる補強効果の差などが明らかにされている(写真2)。
地盤・基礎実験においては、これまでの模型実験では実施し得なかった規模の実験を実施す

ることで、地震時における地盤・基礎構造物の挙動を再現し、これまで、不明であった地震

時に基礎構造物を破壊させる原因を解明するためのデータが取得されている。4階鉄骨建物の
実験では、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震における観測地震波により、現

行基準による設計であっても建物が層崩壊する場合がある事例を示すと共に、崩壊に至るま

での耐震性能・余裕度について検証されている(写真3)。また、2008年度には4種類の制振ブレ
ースを設置した実大建物実験が行われ、建物レベルでの性能検証および設計等に資するデー

 

 

高速度の酸性岩体 東 西 

図 2 紀伊半島沖の東南海・南海地震震源域のセグ
メント境界で発見された高速度・高密度岩体

と破砕された脆弱な海洋地殻の構造イメージ 
(海洋研究開発機構のパンフレットに加筆)9) 
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タが取得された。実験研究の進展に伴い、その目的は、これまでの破壊過程の解明から、次

世代の高耐震技術の開発・実証に推移している。 
一方、将来の数値振動台(シミュレーションシステム)の構築を目指した構造物崩壊シミュレ
ーション技術の研究とともに、将来の都市地震災害の統合的な予測解析を目指し、構造物群

に対する解析モデルの自動作成と非線形地震応答解析手法についても研究が行われている。 
(2) 施設の機能性に関する実験 
施設の機能性に関する実験では、病院を模擬したRC造4階建ての建物の内部に、撮影室、
診察室、人工透析室、スタッフステーション、手術室、ICU室、病室、情報通信室が設けられ、
それぞれの室内に撮影機器、手術室内精密機器、人工透析機、医療棚、情報通信機器等が設

置された。加えて、屋上階には高架水槽および室内に給水配管、スプリンクラ一等の設備も

設置され、本格的な医療施設が再現された(写真4)。また、病院建築物については近年新たに
建設されるものに免震構造が採用される場合が多いことから、耐震構造と基部に免震装置を

設置した免震構造の2つの場合について実験が行われ、それぞれに、近い将来の発生を想定し
た長周期成分を含む地震動(三の丸波)と兵庫県南部地震で観測された地震動(JMA神戸波)で
加振がされ多くの知見とデータが得られている。 
一方、長周期地震動をうける高層建物の耐震性能評価および被害軽減を目的として、高層

建物と等価な応答となる実験が実施されている。この実験の試験体は、1階から4階までの鋼
構造架構を実規模で構築し、5階以上の高層階は5階分を1枚のコンクリート錘で代用して、こ
れに想定建物と同様の剛性、強度、減衰性を与えるため、積層ゴムとダンパーが組み込まれ

              

       

写真 1 木造建物実験 19) 写真 2 鉄筋コンクリート 
建物実験 19) 

写真 3 4階鉄骨建物
の層破壊 19) 

写真 6 居住空間の実験 19) 写真 5 高層建物の実験 19) 写真 4 機能保持に関
する実験 19) 
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ている(写真5)。加振した結果、上層部をモデル化したコンクリート錘は大きくゆっくり揺れ、
下層階の骨組に生じた変形は梁の短部に集中し、溶接部に破断が生じている。この実験結果

を受けて、エネルギー吸収ダンパーを敷設した高層建物の応答低減効果を検証する実験も行

われている。 
(3) 居住空間の安全性に関する実験 
居住空間の安全性に関する実験では、30階高層建物の最上階の応答を種々の居室空間に再
現するため、5層の剛な鉄骨建物基部に、積層ゴムによる振動増幅層を設置した試験体が作成
されている(写真6)。この実大部分モデルは、250秒以上に及ぶ長周期地震動により大振幅応答
することができている。オフィス空間でコピー機が暴れまわる状況、本棚の転倒等、想定以

上の危険性が内在することが確認されている。また、定量的に対策手法を検討するために、

種々の耐震対策を施した家具、什器類を室内に設置し、その耐震効果を調査する実験が行わ

れている。 
 
4. 実務展開 
4.1 大阪府と大阪市による設計用入力地震動の策定 
大阪府(1997)20)

では、1995年の兵庫県南部地震の教訓を踏まえ、従来の南海トラフ沿いの海
溝型地震だけではなく直下地震も加えて地震被害想定が行われている。このときの直下地震

は、上町断層系、生駒断層系、有馬高槻構造線、および中央構造線による地震である。 
その後、大阪府では上町断層帯の調査や大阪平野の地下構造の調査がすすみ、これをもと

に、大阪府と大阪市では地震被害想定が再度実施された。この検討では、上町断層帯地震、

生駒断層帯地震、有馬高槻断層帯地震、中央構造線断層帯地震、および東南海・南海地震の5
つの地震が選択されている(大阪府, 2007)21)

。このうち、上町断層帯地震による大振幅の地震

動が注目をあびている。新聞報道 (朝日新聞, 2008a)22)
によると、最も大きな地点では最大速

度が368 cm/s、最大加速度が1614 cm/s2
となっており、これらの値は、1995年の阪神・淡路大

震災をうけて1997年に大阪市が「建築物の耐震性向上の指針」(現行指針)の中で示した数字よ
り大幅に増え、74.5 cm/sだった最大速度は約5倍に、262 cm/s2

だった最大加速度は約6倍にな
っている。 
上町断層帯地震による大振幅の地震動の予測結果を耐震設計の実務でどう考慮していくか

は慎重な議論が必要なところであり、大阪市危機管理室では、想定の最大数値は、断層の割

れ方などが最悪の条件の場合に、最も揺れが大きくなる特定場所の値であること、上町断層

帯の地震でどこでも必ずこのような揺れになるというわけではないことを指摘したうえで、

今後の設計でどんな揺れを想定すべきか、既存の建物の安全性をどうみるかなどを現在の委

員会より幅広い参加を求め、検討する必要があると述べている。 
 
4.2 愛知県設計用入力地震動研究協議会による設計用入力地震動の策定(福和・他, 2001)23) 
名古屋地区では、阪神・淡路大震災をうけて、本格的な地震動予測のために、1999年に愛

知県設計用入力地震動研究協議会が発足した。名古屋地区における設計用入力地震動を策定

するにあたり採用された主な方針は以下のとおりである。 
1) 一般建物ばかりでなく固有周期が長い免震・制震建物までの適用性を考え、周期0.1秒か
ら10秒を含む広帯域の地震動を計算する。 
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2) 求める地震動は安全側の包絡波ではなく、想定される最も起こりえる地震動波形とする。 
3) 想定すべき地震の設定は、被害地震や活断層などに関する最新の知見に加え、確率論的
想定地震(亀田・他, 1997)24)

の考え方に基づいて抽出された地震を合わせた合理的判断に

より行う。 
その結果、想定地震としては、フィリピン海プレートの沈み込み帯で発生する巨大地震で

ある想定新東海地震(M 8.3)、特定の活断層の活動に起因する地震である想定濃尾平野西縁地
震(M 7.7)、想定伊勢湾地震(M 7.5)、想定猿投北地震(M 7.0)、活断層の知られていないところ
でも発生する地殻内地震である想定名古屋浅発直下地震(M 6.8)が選定されている。 
その後、愛知県設計用入力地震動研究協議会の実績

をふまえ、中部地方整備局、愛知県、名古屋市が、名

古屋市三の丸地区において各庁舎の免震構造化を含む

耐震改修をほぼ同時期に計画し始めたとき、耐震改修

に用いる地域波を上記の公的機関3者が共同して作成
している(中田・他, 2004)25)

。これは、法制上は地域波

の作成は必ずしも必要ではないが、性能規定化への対

応と、建物使用者や住民への説明責任のためである。 
図3に想定新東海地震の応答スペクトルを告示スペ
クトル(国土交通省, 2001)26)

と比較して示す。想定新東

海地震の応答スペクトルは、周期3秒において、告示ス
ペクトルの2倍～3倍の大きさとなっているが、これは
主に、三の丸における深さ数kmの地震基盤から上の地
盤の増幅特性によるものである。庁舎の耐震改修には、

この推定波が設計用入力地震動として用いられている。 
 
4.3 福岡市(2008)27)

による警固断層帯南東部を考慮した条例の改正 
地震調査研究推進本部(2007)28)によると、警固断層帯南東部でM 7.2の地震が今後30年以内
に発生する確率は、0.3～6%で、我が国の主な活断層の中では高いグループに属することにな
る。また、2005年に発生した福岡県西方沖地震の影響により、警固断層帯南東部の活動を促
進する可能性もあるといわれている。 
警固断層帯南東部に起因した地震が発生した場合、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)など

過去の地震の被害状況からみて、極めて低い確率ではあるが、新耐震基準の建築物の倒壊等

の可能性を否定できない。さらに、警固断層帯南東部は福岡市の都市機能が集積している都

心部を縦断している。 
これらをうけて、福岡市は、警固断層帯南東部に着目し、長期的な視点に立って耐震性能

を強化した建築物の建築を誘導するため、警固断層帯南東部に近い一定の区域において、こ

れから新しく建築される中高層の建築物についての耐震性能を強化し、建築物の安全性を高

めるよう、福岡市建築基準法施行条例の一部を改正した。 
具体的には、一定の区域において、条例制定後、新築、改築される一定規模以上の建築物

について、現在の地域係数(Z=0.8)を、その数値に1.25を乗じたもの(Z=1.0)としている。 
 

 

図 3 想定新東海地震による名古
屋三の丸における設計用入

力地震動 (中田・他, 2004)25) 
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4.4 原子力安全委員会(2006)29)における発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂 
原子力発電所の耐震基準は、1981年に制定されているが30)

、1995年の阪神・淡路大震災を
うけて2006年に改訂されている。 
この改訂により最も大きく変ったのは、旧指針では、M 6.5の直下地震をS2(設計用限界地震)

のひとつとして必ず考慮することになっていたのが、改訂された審査指針では、震源と活断

層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観

測記録を収集し、これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スペクトルを設定して震源を

特定せず策定する地震動を策定することになったこと、および地表では短い活断層しか観察

されないときでも、不確かさを考慮して地中の震源断層としては相当の大きさのものを想定

しなければならなくなったことである。特に、短い活断層については、長さが10 km以下のも
のはMが6.5以下との評価だったので、M 6.5の直下地震でカバーされていたのであるが、地中
の震源断層の長さの不確かさを考慮するとMは6.5を超すことになったため、その影響は大き
いものとなった。 
改訂された指針は、新設の原子力発電所だけではなく、既設の原子力発電所にも適用され

ることとなり、耐震性能が不足している部分には補強工事が施されることとなった。図4は、
各原子力発電所における従来のS2(設計用限界地震)の最大加速度と改訂された指針による基
準地震動Ssの最大加速度である(朝日新聞, 2008bに加筆)31)

。図中、柏崎刈羽における2つの最
大加速度は、それぞれ1号機～4号機と5号機～7号機のものである。図より、まず、すべての
発電所でSsがS2より大きくなっていることがわかる。また、旧指針で370 cm/s2

～380 cm/s2
と

なっているところは、主として、M 6.5の直下地震によりS2が決っていたところであるが、指
針の改訂をうけて450 cm/s2

～600 cm/s2
と大きくなっている。さらに、柏崎刈羽では1号機～4

号機で2300 cm/s2
、5号機～7号機で1209 

cm/s2
と、特に、大きくなっていること

が注目される。これは2007年の新潟県
中越沖地震でS2を超える記録(1号機で
はS2の約3.8倍)がとれたことを強震動
評価に反映させた結果である。 
4.5 国土交通省(2010)32)による設計用長

周期地震動の作成手法 
国土交通省では、2003年の十勝沖地

震の際に長周期地震動が問題となった

ことをうけ、既往の観測地震記録に基

づく長周期地震動の評価手法の検討と、

それを踏まえた長周期地震動を考慮し

た設計用地震動の作成手法の検討を行

ってきた。その結果、建築物へ影響を

与える0.1～10秒の幅広い周期成分を含
めた設計用長周期地震動の作成手法の

試案がまとめられた。 
設計用長周期地震動の作成対象としている地震は、発生確率が高く、かつ発生した場合に

 
 図 4 新しい耐震設計審査指針による基準地震動

の最大加速度 (朝日新聞, 2008bに加筆)31) 



21 
 

大きな被害が予想されるとしている3つの海溝型地震で、想定東海地震(MW 8.0)、東南海地震
(MW 8.1)、宮城県沖地震(MW 7.6)である。 
高さが60メートルを超える建築物及び免震建築物における長周期地震動への対策として、

告示1461号第四号に定める極めて稀に発生する地震動地震動に加えて、上記3地震によって建
設地で発生すると想定される長周期地震動による検討を求めている。ここで、対象地震によ

って建設地で発生すると想定される長周期地震動は、別途示されている観測データに基づく

手法による設計用長周期地震動、もしくはこの手法と同等以上に適切に長周期地震動を想定

できる手法による長周期地震動を用いることとされている。 
また、超高層建築物等では長周期地震動によって家具の転倒等による被害が発生する恐れ

があると想定されているため、家具等の転倒防止対策に対する設計上の措置についてあわせ

て説明を求めている。さらに、既存の高さが60メートルを超える建築物及び免震建築物のう
ち、大臣認定を受けた建築物、特に長周期地震動による影響が大きい一部の建築物について

は、倒壊・崩壊しないことの再検証を求めている。 
図5には長周期地震動考慮のための地域区分を示す。 

 
4.6 日本構造技術者協会(2000)33)による性能設計法の提案 
我国における建築物の耐震設計は、人命の確保を目標に倒壊に至らなければ損傷を許容す

る建築基準法に準拠し、一部の特殊な建物を除いて、一般的には建築基準法に規定された性

能のみで設計されている。しかしながら、1990年代に入ると国際化・市場開放の流れのなか
で、建築基準法を上回る耐震性能や使用性能なども含めた様々な性能が建物に求められるよ

うになってきた。 
一方、1995年阪神・淡路大震災の被害経験から、人命確保を目標とする建築基準法に従っ

た耐震設計だけでは不十分であり、分譲マンションなどでは財産としての価値の保全や、震

災時に防災拠点や救護拠点となる庁舎や病院などでは、建物としての機能維持が求められて

いることが明らかになった。このような社会の要請を満たすためには、建築主との対話を通

して要求性能を引き出し、それに基づき設計した目標性能に対して建築主の合意を得る性能

設計手法の確立が急務になった。以上を背景に、1995年に建設省総合技術開発プロジェクト
「新建築構造体系の開発」が発足し、三年間を費やして性能設計体系の研究・開発が行われ

   

図 5 長周期地震動考慮のための地域区分 (国土交通省, 2010)32) 

(a) 関東地域の区分 (b) 東海地域の区分 (c) 関西地域の区分 
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た。 
日本構造技術者協会(JSCA)では性能設計の健全な発展と普及を目的に、この研究成果を基
本にしてより具体的な設計ツールとすべく研究を継続し、その成果をJSCA性能メニューとし
て発表している。図6には、要求性能を把握するときに用いられる建物の耐震性能グレードと
被害・修復程度の関係(日本構造技術者協会)34)を示す。 
 
4.7 中央防災会議による地震対策の大綱 
(1) 東海地震対策大綱(中央防災会議, 2003)35) 
中央防災会議は、より的確な東海地震対策を講じるため、大規模地震対策特別措置法が制

定された 1978 年以降の 20 数年間の観測データや科学的知見の蓄積をもとに、東海地震の地
震像を再検討し、図 7 に示す新たな震源域を発表した。また、新たな震源域による地震の揺
れ、津波の高さの分布、地震防災対策強化地域の見直しについて検討を行った。その結果、

強化地域が従来の 6県 167市町村から 8都県 263市町村へと大幅に拡大され、最大の場合、
建物全壊棟数約 23万～26万棟、死者約 8千人～1万人という甚大な被害が発生することが明
らかになった。 
中央防災会議では、これらを踏まえ、予防段階から災害発生後まで含めた東海地震対策の

ための全体のマスタープランとして東海地震対策大綱の骨子がとりまとめられた。  
その後、同様の大綱が、今世紀前半にも発生する可能性が高いと見られている東南海・南

海地震36)および房総半島の東方沖から択捉島の東方沖までの日本海溝および千島海溝ならび

にその周辺の地域におけるプレートの境界またはその内部を震源とする大規模な地震37)につ

 

図 6 建物の耐震性能グレードと被害・修復程度の関係 (日本構造技術者協会)34) 
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いても発表されている。 
(2) 首都直下地震対策大綱(中央防災
会議, 2010)38) 
相模トラフ沿いのプレート境界で

は、1923年の関東地震と同様のM 8ク
ラスの地震が200年～300年間隔で発
生している。次のM 8クラスの地震の
発生は、今後100年から200年程度先と
考えられるが、その間に南関東地域で

M 7クラスの地震が数回発生すること
が予想されている。1995年に発生した
阪神・淡路大震災の経験により、大規

模地震に対する大都市の脆弱性が明

らかになったため、1998年に南関東地
域震災応急対策活動要領および南関

東地域直下の地震対策に関する大綱

がそれぞれ改訂され、南関東直下の地

震発生に備えた政府の防災体制について充実が図られた。しかしながら、近年、インターネ

ットによる情報通信技術や物流、金融等の高度化・国際化が進展し、経済・社会情勢が著し

く変化しつつあることから、首都直下地震対策について、首都中枢機能障害による影響と膨

大な人的・物的被害の発生に着目し、これらの被害を軽減するための対策が首都直下地震対

策大綱としてまとめられた。 
その後、同様の大綱39)が名古屋市直下および阪神地域直下に想定した13地震を対象として
まとめられている。 
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強震動予測と地震荷重（その 1）地盤震動研究の立場から 

 
地盤震動小委員会・加藤 研一（小堀鐸二研究所） 

 
1. はじめに 
 地盤震動小委員会は 1972年の発足以来、実に四半世紀以上の長年にわたり、地盤震動関連
分野のみならず、震源や伝播経路の諸問題など、その時々のタイムリーなテーマを発信し続

けてきた。毎年開催する地盤震動シンポジウムも、今年度で第 38回目を数えるに至っている。
また、建築学会年次大会時期にあわせ、開催地の地盤震動研究に関して情報を交換する地域

交流会を開催し、その回数も今年度で第 31回目を迎えた。以上の活動を通し、阪神・淡路大
震災後の 15年間に明らかになった事実、および未解明の項目を地盤震動研究の立場からまと
めると共に、強震動予測を地震荷重の設定に反映させるための課題と展望を述べる。なお、

本年度の建築学会年次大会(富山)において、「兵庫県南部地震から 15年－建物への入力地震動
はどこまで解明されたか－」と題したパネルディスカッションを基礎構造系振動小委員会と

共催した。この 15年間の研究の進展については文献[1]の神野・松島・久田・永野論文に詳し
く報告されている。 
 

2. 地盤震動小委員会のこの 15年の歩みと特徴 
 本小委員会は地震防災、及び建築構造物の耐震安全性に係わる地盤震動の諸問題について

発掘、整理、方向付けを行うとともに、その成果を次世代の耐震設計に生かすことを目的と

している。地震に強い構造物を築くためには、設計用地震動の想定から始まり、構造計画、

地震応答解析、骨組の断面決定、構造実験、設計・施工、建設後の検証に到るまで、高度な

技術の積み重ねが必要である。図 1 に示すこれらの要素技術には、当然のことながら評価精
度に差があり、ある分野(例えば地震動評価)では倍半分の議論をし、他の分野(例えば上部構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 震源から構造物の応答に到る耐震設計の流れ 

（設計用地震動の想定） （設計・地震応答解析） （施工）

震源 敷地の地震動 構造計画 建物の揺れの解析 骨組の断面決定 施工 建設後の検証構造実験

（骨組形式、種別、配置、
制震システムの選定）

（力、変形、加速度） （振動実験、地震観測）

地震観測と記録の分析・理論検証 妥当な解析プログラム・シミュレーション解析・制御則 品質管理

（確証）

構造特性把握
制御効果確認

制震システムの設計

（フォロー）



 

26 
 

造の地震応答解析)では小数点以下の桁に着目しているのが現状である。ここで重要なのは、
精度差がある要素技術を、いかにバランス良く繋ぎ、地震に強い構造物を後世に残すかにあ

ると思われる。震源から構造物の応答に到る耐震設計の流れのうち、昨今の相次ぐ被害地震

の発生や今後発生が危惧される海溝型巨大地震の発生を考えると、今後とも急速に進展する

地盤震動研究の成果をその都度わかりやすく取りまとめ、地震被害の原因について正しい情

報を発信するとともに、その成果を具体的に今後の耐震設計に生かしていく必要がある。 
 本小委員会が関連する強震動・地盤震動分野は、ハード面とソフト面で大きな変換時期に

ある。ハード面については、計算機の飛躍的な発達が挙げられる。従来はスパコンを用いて

計算していた 3 次元波動伝播解析が、パソコンレベルで処理可能となった。また、計算ソフ
トも無償配布される機会が増え、震源パラメータや地下構造データを準備すれば誰もが高度

な計算を実行できる状況にある。それらのパラメータやデータも、防災科学技術研究所等の

国家プロジェクトにより順次公開されている。また、1995年兵庫県南部地震以後、K-NETや
KiK-netに代表される高密度強震観測網も飛躍的発展を遂げ、インターネットを介して誰もが
地震波形を入手可能となった。地震動を評価する環境は、以前と比べものにならないほど整

備が進んでいる。 
ソフト面については、強震動地震学と称する分野が形成され、地震学的要素を盛り込んだ

研究が盛んに行われている。断層モデルがその一例であり、震源における破壊過程を物理モ

デルで表現した地震動評価が可能となった。さらに 2000年の建築基準法の改訂に伴い、建設
予定地点でサイト波を作成する機運と相まって、設計実務においても断層モデルが徐々に使

われつつある。以上の背景を反映し、表１に示す地盤震動シンポジウムをこの 15年も継続的
に開催し続けてきた。第 23～26回(1995～1998年)の 4年間は「兵庫県南部地震の強震動の解
明」に焦点を当てたシンポジウムを、次に 2000年の建築基準法の改正に関連した話題を議論
した。第 30～34回(2002～2005年)の 5年間は「地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか」
と題した中長期テーマに取り組み、全国一律の標準地震動を用いるのは実情に即しておらず、

震源と地盤特性を反映して入力地震動を作成することの重要性を指摘した。最近の４年間は 
 

表１ 地盤震動シンポジウムのこの 15年間の歩み 
開催年 回数 主　題 副　題

1995.10.13 第２３回 1995年兵庫県南部地震で試された地盤震動研究

1996.10.30 第２４回 1995年兵庫県南部地震で試された地盤震動研究(その2) 大阪平野について考える

1997.10.31 第２５回 1995年兵庫県南部地震で試された地盤震動研究(その3) 震源域での強震動予測と耐震設計について考える

1998.10.22 第２６回 1995年兵庫県南部地震で試された地盤震動研究(その4総括) 強震動予測の将来展望

1999.10.25 第２７回 地域的特性を考慮した地震動予測

2000.11.02 第２８回 震源近傍の強震動と設計用入力地震動 トルコ・コジャエリ地震，台湾・集集地震の経験を踏まえて

2001.10.31 第２９回 改正基準法の地震動規定を考える 地盤震動研究から見た限界耐力評価法の評価と課題

2002.10.29 第３０回 設計用地震動は、工学的基盤で決められるか？ 地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか(その1)

2003.11.05 第３１回
震源断層を考慮した設計用地震動評価：地域波策定の現状と将
来展望

地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか(その2)

2005.01.07 第３２回 表層地盤の増幅特性評価の現状と課題 地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか（その3）

2005.11.18 第３３回 地震動予測地図を考える 地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか（その4）

2006.11.30 第３４回 設計用入力地震動作成指針に向けて 地盤震動研究を耐震設計に如何に活かすか(その5：総括)

2007.11.16 第３５回 頻発する内陸地殻内地震の地震動とその解釈 新・入力地震動作成手法の使い方と検証(その1)

2008.12.09 第３６回 度重なる被害地震から設計用入力地震動を考える 新・入力地震動作成手法の使い方と検証(その2)

2009.11.27 第３７回 地盤震動研究から見た長周期地震動 どこまで解明されて何が課題か？

2010.12.03 第３８回 短周期地震動の発生要因はどこまで解明されたか 広帯域の入力地震動予測に向けて
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頻発した内陸地殻内地震を取り上げ、震源近傍の地震動の解釈と設計用入力地震動への反映

について議論すると共に、広帯域の入力地震動予測に向けて短周期および長周期地震動はど

こまで解明されて何が課題かを整理してきた。この過程において、2004年には図 2に示す「地

盤震動－現象と理論－」を刊行し、兵庫県南部地震を踏まえて進展した強震動研究の state of 

the artをまとめた。2009年には図 3に示す「最新の地盤震動研究を活かした強震波形の作成

法」を刊行し、地震と建設サイトを特定したシナリオ型強震動予測手法に基づいて強震波形

を作成するガイドラインをまとめてきた。以上の委員会活動を通し、強震動予測と地震荷重

について現状の知見を整理する。 

 

 

図 2 地盤震動－現象と理論－(2004)の概要 

 
図 3 最新の地盤震動研究を活かした強震波形の作成法(2009)の概要 

 

3．兵庫県南部地震とその後の地盤震動研究の展開 

 兵庫県南部地震を経験し、我々は多くのことを学んだ。最も衝撃的であったのは「震災の

帯」の発生であり、しかも震災の帯が震源直上ではなく、大阪盆地北西部の端部から約 1km

海寄りの盆地内に生じたことである。その原因として、震源から神戸地域に向かう破壊伝播

効果に加え、Ｓ波直達波と段差状の深部地下構造に起因する表面波高次モードとの増幅的干

渉により、周期 1～2秒の大振幅パルス波が生成され、建物被害に強い影響を及ぼした結果と

解釈されている[1・松島論文参照]。震源近傍における強震動は震源と地盤の双方の影響を受

けるため、震源から地盤までをモデル化した一体解析の重要性を示している。 

 1995 年当時、神戸市域などの震源域に 10 点以上の強震観測点は存在したものの、震災の

帯内とその近傍の観測点は JR鷹取や大阪ガス葺合などに限られていた。兵庫県南部地震は強

1章 本書の目的と使い方 
2章 シナリオ型の想定地震の設定法 
3章 震源モデルの与え方 
4 章 統計的グリーン関数法における伝播経路モデル・経時特

性の考え方 
5章 地下構造モデルの与え方 
6章 用いるべき強震動予測手法 
7章 予測結果の評価 
8章 作成した強震波形の利用上の留意点 
資料編 

1章 過去 10年の被害地震における地盤震動の特徴的現象と研
究の進展 

2章 強震観測の変遷と展開 
3章 地震波データ処理の基礎理論 
4章 地震波動の生成と伝播の解析手法 
5章 震源過程と断層破壊 
6章 地殻・マントルにおける波動伝播と減衰 
7章 地盤構造と震動特性 
8章 入力地震動評価への応用 
9章 地盤震動研究の新たな展開  
資料編 
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震観測のあり方にも大きな変化を与え、様々な機関による地震観測ネットワークが整備され

た[1・神野]。防災科学技術研究所による K-NET、KiK-net、気象庁による 95型震度計、自治
省消防庁による震度情報ネットワークなど国や自治体による強震観測網に加え、東京ガスな

ど民間のも含めると 1 万点以上の観測点が日本に存在し、兵庫県南部地震以前とは隔世の感
がする。しかも、インターネットを介して地震発生直後に公開される強震記録も多く、地盤

震動を研究する上では、世界で最も恵まれた環境にあると言える。 
 兵庫県南部地震以後は被害を伴う内陸地殻内地震が頻発し、後に示すように震源近傍の強

震記録も徐々に蓄積されてきた。また、2003年十勝沖地震では震源から約 250km離れた苫小
牧でスロッシングによる石油タンクの火災が発生し、長周期地震動が着目されるようになっ

た。強震記録の蓄積により、新しい距離減衰式も数多く提案されている[1・神野]。従来の距
離減衰式は地震規模と距離など、数少ないパラメータを用いていた。最近は地震タイプ(内陸
地殻内、プレート境界、スラブ内)、断層タイプ(横ずれ、縦ずれ)、破壊伝播効果の補正係数
など、多くのパラメータが取り入れられている。説明変数が多いため、観測記録への合致度

は向上していると思われるが、パラメータの与え方を誤ると評価結果が変動する。距離減衰

式を強震動予測に用いる場合は、以前に比べてパラメータの設定に注意する必要がある。 
 近年発生した地震も含め、波形インバージョンによる断層破壊過程の研究も盛んに行われ

るようになった。断層面の不均質すべり分布からアスペリティ部分を抽出し、強震動予測の

ための震源断層のモデル化方法(特性化震源モデル)が提案されている。深部地下構造について
も交付金により全国各地で調査が進み、他のプロジェクトによる地盤調査結果も含めた膨大

な情報を防災科学技術研究所がとりまとめ、日本全国の工学的基盤までの地下構造モデルが

構築された[4]。Web によるデータの公開も始められており、3 次元差分法などによる波動伝
播解析に活用されている。また、地震調査研究推進本部(地震本部)により主要活断層帯や海溝
型巨大地震の長期評価が行われ、断層形状の情報や発生確率が公表されている。さらに地震

本部の地震調査委員会では「震源断層を特定した地震の強震動予測手法(レシピ)」を取りまと
め、特性化震源モデルの設定、地下構造モデルの作成、強震動計算、予測結果の検証の各過

程における考え方を提示している。このレシピに基づいて主要活断層の強震動を計算し、そ

の結果を「全国地震動予測地図」として整備している[5]。 
 以上、兵庫県南部地震以後の地盤震動関連の研究を概観した。観測記録の質と量、地下構

造モデルの精度と情報量、特性化震源モデルの構築、計算機能力の向上による震源～地盤の

3 次元解析の実用化など、強震動予測の構成要素のいずれもが進展を遂げている。その時々
の最新動向は、表１に示す毎年のシンポジウムで紹介されている。 
 
4．強震動予測と地震荷重：今後の課題と展望 
 先にのべたように、1995年兵庫県南部地震以後、頻繁に内陸地殻内地震が発生するように
なった。西南日本で発生する内陸地殻内地震と、東海・東南海・南海地震等の南海トラフで

発生する巨大地震は相関があることが指摘されている。地震本部[5]によれば、今後 30年以内
に南海トラフ沿いでM8クラスの地震が発生する確率は、東南海地震が 70%、南海地震が 60%
程度と推定されている(2011 年 1 月 1 日時点)。これらの指摘を考え合わせると、我々は今後
も様々な地震を経験せざるをえない状況にある。 
 1995年以降に発生した主な内陸地殻内地震の震央位置と震源メカニズムを図 4に、各々の
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本震の震源近傍で得られた代表的な加速度波形を図 5に示す[6]。主要動の継続時間は 10秒前
後と短いものの、最大値が 1gを上回る記録が数多く得られている。減衰定数 5%の加速度応
答スペクトルを図 6 に示す。図中には告示スペクトルのレベルを太線で示した。地表観測記
録は様々な地盤条件の基で得られているため、Vs= 400m/s程度以上として設定された告示ス
ペクトルと厳密に比較することはできないが、震源近傍の観測記録の多くが告示スペクトル

を大きく上回っている。図中には兵庫県南部地震の神戸海洋気象台の記録も含まれており、

それを上回る記録が次々と得られているのが現状である。 
 それでは、地震動振幅は青天井か・・・。地震動振幅の上限を調べたところ[6]、最大加速
度には表層地盤のせん断強度に起因する上限が存在する可能性があるが、最大速度と最大変

位については認められない。また、岩盤サイトでは震源と伝播経路の特性がそのまま反映さ

れ、最大加速度であっても上限値が存在しないと予想される。このことは、建設サイト周辺

で発生する可能性のある地震を想定し、伝播経路特性や地盤増幅特性を適切に考慮した予測

地震動を作成して耐震安全性を検討することの重要性を示している。以上の背景のもと、「最

新の地盤震動研究を活かした強震波形の作成法」[3]では、専門家以外であっても予測地震動
を評価できる道筋をつけることを目的として刊行した。 
 
 
 

 

2000年 
鳥取県西部 

1995年 
兵庫県南部 

2007年能登半島 

2007年新潟県中越沖 

2004年新潟県中越 

2008年岩手宮城内陸 

火山フロント 

 
1995年兵庫県南部 JMA神戸 

2000年鳥取県西部 KiK-net日野 

2004年新潟県中越 K-NET小千谷 

2007年能登半島 JMA輪島 

2007年新潟県中越沖 K-NET柏崎 

2008年岩手宮城内陸 KiK-net一関西 

 
告示スペクトル(ごく稀) 
08 岩手宮城内陸 KiK-net一関西 

07 新潟県中越沖 K-NET柏崎 

95 兵庫県南部 JMA神戸 

00 鳥取県西部 KiK-net日野 

04 新潟県中越 K-NET小千谷 

07 能登半島 JMA輪島 

(実線は NS, 破線は EW成分) 

図 4 1995年以降の主な内陸地殻内地震[6] 

図 5 主な内陸地殻内地震の震源近
傍の加速度波形(NS成分)[6] 

図 6 主な内陸地殻内地震の震源近傍
の応答スペクトル[6] 
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 予測地震動の精度は向上しているが、震源のモデル化や地震動の評価手法の相違により、

評価結果にばらつきが生じているのも事実である。たとえば、同一地点(KiK-net此花)を対象

とし、異なる手法で南海地震を評価したところ、卓越周期やスペクトル振幅が異なる傾向を

示している[7]。予測地震動を設計に反映させるには、ばらつきを減らすことが必要である。

その一環として、地震動評価の解析コードをチェックするためのベンチマークテストを実施

した[8,9,10]。現在、震源のモデル化に起因するばらつきを把握するためのブラインドテスト

を計画中である。また、同一の解析コードを用いて全国主要都市の予測地震動の評価も検討

しており、その成果はシンポジウム等を通して公開予定である。 

 巨大地震による長周期地震動、工学的基盤以深の深い地盤構造の影響、理論地震動計算の

短周期化など、その他の課題も山積みされている。強震動予測はまだまだ発展途上にあり、

不明な点にどのような判断を加えて入力地震動を考えていくかなど、強震動予測を地震荷重

に繋げる努力が今後も必要である。 

 

5．おわりに 

兵庫県南部地震以降の精力的研究により、地震動を定量的に予測する技術は急速に進展し

た。また、地震動の評価技術の成果を生かして、地震本部から全国の地震発生域の長期発生

予測に基づいたシナリオ地震予測地図が続々と公表されている。強震動予測波形の精度は全

国的に展開された観測網による地震記録によって検証されつつある。一方、近年頻発してい

る内陸地殻内地震の震源近傍では、その観測地震動の加速度レベル、あるいはそのマグニチ

ュードの割には建物被害が軽微であり、観測や予測が示す地震動と設計用の地震動に乖離が

あることを意味する。巨大地震の発生が危惧されている現在、その定量化が急務であり、他

の小委員会と共同で今後取り組むべきテーマと認識している。 
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強震動予測と地震荷重（その２）建築物の安全制御の立場から 

 

地震荷重小委員会・林 康裕（京都大学） 

 

１．はじめに 
 地震荷重小委員会は昭和 45 年にスタートし(初代主査：中川恭次[1])、既に 40 年近い歴
史を持っている。発足以来、地震に対する建築物の要求性能を満たす設計用地震荷重の与

え方や方向性等について検討してきた。そして、地震被害調査結果や、強震動予測手法、

建築物応答評価法などの進展を踏まえ、地震荷重に関わる関連研究の整理などを行うとと

もに、学会独自の地震荷重評価法の提案を行ってきた。このため、強震動、地盤応答、動

的相互作用、建物応答、基礎・上部構造の構造特性を踏まえた設計クライテリアの評価な

ど、関連する委員会が多く、細分化された学問領域を横断し総合する役割も担っている。 
 
２．地震荷重小委員会の活動履歴 [2] 
 地震荷重小委員会の活動は、建築物の耐震性能を確保し、安全性を制御することを念頭

に、工学的な立場から建築物の応答特性や限界状態を踏まえた地震荷重設定法の構築に向

けて検討を行ってきた。 
地震荷重小委員会の活動略歴を簡単に表１に示し、その特徴を以下にまとめる。 

1) 中低層建物のように、必ずしも設計用地震動を用いて耐震設計を行うことに馴染まない
建物も多く存在している。本小委員会では、木造建物も含めた様々な建物を対象にして、

静的・動的な設計用地震荷重の設定法について検討を行ってきた。以上から、強震動評

価に関する専門家というよりも、むしろ各種構造や耐震構造全般に造詣の深い研究者に

委員として多く参画していただいてきた経緯がある。 
2) 設計用地震荷重は単独では存在し得ず、検証法や設計クライテリア（建物応答指標とそ
の限界値の関係）とセットになって存在することで意味がある。この点が、地盤震動特

性や強震動特性を科学的に解明してきた地盤震動小委員会との違いと考えられる。最新

の強震動研究の成果は取り入れつつも、建物応答への影響や実被害との対応を常に意識

しつつ設計用地震荷重を設定する枠組み構築を行ってきた。 
3) 確定論的アプローチと確率論的アプローチの両面から地震荷重の検討を行ってきた。特
に、設計用地震動レベルが過大となってしまう場合もあり、確定論的な（シナリオ型の）

アプローチでサイト波を設定しても設計用地震荷重レベルの妥当性を確率論的な視点か

ら検討してきた。 
4) 想定地震に対する予測地震動の精度が十分であっても、サイト波として適切であるとは
限らない。限られた数の予測地震動を用いて検討しても、それが何を検証したことにな

るのか明確でないことが多い。このような背景の下、予測地震動を基にして如何にして
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設計用地震荷重を設定するかについて検討してきた。枠組み構築を行った性能設計用地

震荷重策定法を表２に示す。 
表１ 15年間の委員会活動のまとめ 

主査 目標 主な検討項目 出版物など 

大澤胖主査 

WG1(松島豊 WG主査) 

新耐震設計法の施行に

伴う課題抽出と新提案 

・重要度係数 

・確率論的評価 

地震荷重－その現状と

将来の展望(1987)[3] 

松島豊主査 

WG2(田治見宏 WG主査) 

地震荷重の新たな体系

化の模索と 5 種類の入

力地震動作成法の提案 

・震源と波動伝播 

・動的相互作用 

・地震応答特性 

地震荷重－地震動の予

測と建築物の応答」

（1992）[4] 

西川孝夫主査 

多次元入力・多次元挙動

WG（洪忠憙 WG主査） 

構造解析と安全性評価

法の検討 

性能評価のための多次元

入力・応答の評価 

多次元入力地震動と構

造物の応答 (1998) [5] 

石山祐二主査 

限界状態に対応した地震

荷重検討 WG（太田外気晴

WG主査） 

兵庫県南部地震の地震

動と建物被害を踏まえ

た地震荷重のあり方の

提案 

内陸直下地震に着目した

地震動特性と応答特性の

評価と限界状態を考慮し

た地震荷重評価 

地震荷重－内陸直下地

震による強震動と建築

物の応答（2000）[6] 

藤堂正喜主査 

大川出主査 

性能設計用地震荷重策

定法の枠組み構築 

国内外の地震荷重のレビ

ューと性能設計用地震荷

重の提案（表１） 

地震荷重－性能設計へ

の展望－(2008) [7] 

林康裕主査 過大入力に対する性能

設計用法の構築 

過大入力地震動に対する

応答指標と地震荷重の設

定法の検討 

出版予定(2012) 

 
表２ 性能設計用地震荷重策定法の分類 [7] 

方法 性能設計用地震荷重 

方法１ 現行の告示スペクトルに適合する模擬地震動など 

方法２ 現行の告示スペクトルに適合する模擬地震動などを定数倍したもの 

方法３ 予測地震動のうち代表的なもの、もしくは、予測地震動の特性をもとに作成した模擬地震動 

方法４ 
予測地震動のうち代表的なもの、もしくは、予測地震動の特性をもとに作成した模擬地震動を

定数倍したもの 

方法５ すべての予測地震動 

 
３．地震荷重小委員会を取り巻く環境と活動状況 
 まず、本小委員会の活動の特徴を明確にする上で、社会的なニーズとの関係を記述する。 
1) 学会独自の地震荷重案の立案を行うとともに、新耐震設計法や限界耐力計算などの国が
定めた地震荷重に関わる基準類が施行されれば、運用上の課題や積み残された課題の解

決や合理化のための検討が必要となる。 
2) 兵庫県南部地震においては甚大な建物被害が発生した。しかし、設計で慣用されてきた
設計用入力地震動のレベルを大きく上回る過大な観測地震動が観測されたことを考える

と、クライテリアぎりぎりに設計され、被害も軽微であった建物のシミュレーションは

困難となる（「観測地震動と建物被害との乖離」）。その一方で、発生が懸念される大地震

に関して、慣用されてきた設計用地震動レベルを大きく上回る過大な地震動が予測され
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る場合がある。今後、性能設計を実質化していく上では、「観測地震動と建物被害との乖

離」を埋めて、設計用地震荷重に対応した耐震設計目標の説明能力を向上していく事が

不可欠となっている。 
3) 兵庫県南部地震後、全国各地で被害地震が多発するとともに、K-NET や KiK-net など
の地震観測網の充実を背景として多くの強震観測記録が蓄積され、そのシミュレーショ

ンを通じて強震動予測手法の高精度化が行われてきている。これにより、強震動予測結

果を設計用地震動へ反映するための基盤が概ね整備されている。 
4) 建物に要求される設計目標も多様化しつつある。近年に発生した多くの地震で震度 VI
クラスの地震動による被害経験に基づき、人的安全性や構造的損傷だけでなく、機能維

持や BCPの観点から、外壁・天井・間仕切り壁などの内外装材や、建物内の設備・家具・
什器類・製造機器類・医療器具などの被害低減も望まれている。 

 
次に、学会内での動向としては、2014年頃を目標に建築物荷重指針・同解説の改定や、

杭基礎の二次設計を目指した建築基礎構造設計指針への改定に向けて作業が進んでいる。

これに合わせて、地震荷重小委員会としては、兵庫県南部地震以降に蓄積してきた知見を

踏まえ、反映可能な地震荷重設定法、設計方法（計算手法）などを整備していく必要があ

る。このため学会内の委員会との連携強化も重要であると認識しており、振動運営委員会

傘下の小委員会にとどまらず、荷重運営委員会(高田毅士委員長)や基礎構造運営委員会(中
井正一委員長)と、年 2回程度を原則として連絡会を開催して情報交換を実施している。 
一方、海溝型地震に起因した長周期地震動や内陸直下地震によるパルス性地震動に対す

る関心が高まり、本小委員会も積極的に取り組んでいる。特に、海溝型巨大地震の再現期

間が比較的短く切迫度も年々増大している上、被害が広域化するとともに大都市が位置す

る平野部で長周期構造物の被害が懸念される。このため、長周期地震動の予測と既存建築

物の耐震性評価・向上に関する研究が、建築学会で横断的・総合的に実施されている。 
これに対して、内陸地殻内地震に関しては、パルス性の予測地震動を特性化・理想化し

て設計に用いる海外における新たな地震荷重例えば[8]の取り組みに比べて遅れていたように

思われる[12]。これは、日本では、前述の「観測地震動と建物被害との乖離」に関する関心
が高く、兵庫県南部地震以降に発生した地震に対する強震動と建物被害のシミュレーショ

ンが中心であった事に起因している。いずれにしても、観測地震動と同程度の過大な予測

地震動をレベル２地震動として用いた場合、従前と同じ設計クライテリアでは設計が困難

となる。このため、大阪市域では、上町断層帯の地震の予測地震動を、1/2程度に震幅調整
した設計用地震動を慣用的に用いてきた[9]。しかし、最近になって、新たな予測地震動(図
１，[10])を基に、震源近傍のパルス性予測地震動を用いた設計用地震動を策定して、地震
動レベルに応じた性能設計法の枠組みを新たに構築（図２，[11]）するとともに、パルス性
地震動を正弦波パルスで近似し、設計検討に用いるための方法論を導入して（図３，[12]）、
実務設計へ活用しようとする動きが関西地域で広がっている。 
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図１上町断層帯の地震の予測地震動[10]  図２ 過大な予測地震動に対する性能設計例[11] 

 

図３ 内陸地殻内地震の予測地震動の正弦波パルス近似に基づく設計用スペクトルの例[12] 

 
４．今後の課題と展望 

海溝型地震や大都市圏を襲う内陸地殻内地震において懸念される過大な予測地震動を主

たる研究対象として、耐震性能を的確に評価できる応答指標とそのクライテリア、それら

を踏まえた設計用地震荷重の設定方法の提案を下記のような視点から行う。そして、研究

成果を展開・普及させるためのシンポジウム開催や刊行物の出版に向けた活動を予定して

いる。 

 
1) 耐震性能制御のための地震荷重 

設計用地震荷重は、計算法や設計クライテリアとセットとなって設計実務で用いられ、

建物の耐震性チェックに用いられる。例えば、限界耐力計算においては、設計用地震荷重

を加速度応答スペクトルで定義し、応答スペクトル法に基づいて建物の応答変形量を計算

し、限界変形以下となっていることを確認する。限界耐力計算法は、表層地盤での地震動

増幅効果や動的相互作用効果を考慮可能な方法であり、理論的に一歩も二歩も進んだ考え

方を実務設計に導入したと評価される。しかし、実際的に適用された建物規模は、安全限

界の等価固有周期にして 1～2秒以上のものが殆どで、変位一定則が成り立ちやすい性質を

持っている。このため、残念ながら、設計用スペクトルのレベルを規定した時点で、耐力
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にあまり関係せず建物の応答変形量が定まってしまうため、限界変形量を定めても殆ど意

味がない。このため、新耐震設計法と同等として定めたはずの設計用地震荷重が、新耐震

設計法では許容されなかった低い耐力の建物を世に生み出していくこととなった。このよ

うに、設計用地震荷重(耐震設計法)としての健全性は、必ずしも理論的合理性で決まる物で
はなく、生み出される建物の耐震性をどのように制御できるかの視点が不可欠である。実

は、この問題は限界耐力計算に始まったことではない。超高層建物のレベル 2 地震動の速
度振幅を 50cm/sと決めた時点で、損傷集中さえしなければ、大凡の変形量は決まってしま
う。動的応答解析が十分に機能していたとは考えにくい。逆に、サイト波がこのレベルを

超えたとき、慣用的に用いられてきた設計クライテリアを満足しないのは極自然な成り行

きと考えられる。設計クライテリアの取り扱いも含めて議論されるべきであろう。 
以上のような問題点を解決していくためには、予測地震動の地震動特性と建物の応答特

性を十分に把握するとともに、適切な設計クライテリアを設定する必要がある。つまり、

地震動特性と建物特性に応じて建物の耐震性を横断的に評価する応答指標を確立し[13]、合
理的な地震荷重（と設計クライテリア）の設定に向けた取り組みが必要である。 
 
2) リスク管理の視点からの地震荷重 
 これまでにも述べてきた様に、強震動予測精度の向上に伴い、サイト特性を反映した地

震荷重を設定することの重要性は疑いもない。しかし、サイト特性を反映することは、サ

イト波を直接設計用地震動として用いるだけでは十分とは言えない。例えば、河角マップ

他では 10倍以上差のあった地震危険度を、地震地域係数 Z=1.0, 0.9, 0.8, 0.7としている[7]
のは、建物に要求する最低限の耐震性能水準を制御しようとする高度な工学的判断に基づ

いている。今後は、このような工学的判断に対する説明性を高めていく必要があろう。ま

た、上町断層帯の地震のように、告示スペクトルを遙かに上回る地震動が予測される場合

がある。このような場合にも、高度な工学的判断が必要で予測地震動を十分な配慮無くそ

のまま設計に使う事ができない場合もある。極端に過大であれば、設計が困難な構造種別

や規模の建物が出てくるため、地域や住文化の存亡に関わりかねない。恐らく、伝統構法

の木造住宅などは倒壊を避けることが困難であろう。しかし、いくら倒壊危険性が高いか

らと言っても、過疎地に建つ個人住宅に、再現期間の極めて長い内陸地殻内地震に備えて

基準法で要求しているよりもはるかに大きな設計用地震荷重を設定することは行き過ぎと

言わざるを得ない。その一方で、影響度を考えれば、超高層建物のように、倒壊などの最

悪のケースはどうしても避けなければならない建物も存在している。 
これらの問題を解決するためのヒントは、「発生確率」と「影響の大きさ」の組み合わせ

として考える「リスク」管理の視点ではないだろうか？個々の建物に要求される耐震性は

基準法が要求する最低水準や所有者と設計者の間の協議で定められるのが良いと考えるが、

地域や日本全体への影響度も含めたリスク管理・危機管理の視点を持った研究も必要であ

ろう。もっとも、地震荷重という言葉で語るには荷が重いかも知れないし、将来的には地
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震荷重小委員会の枠にとらわれず、より大きな体制で取り組むべき課題かもしれない。 
 
５．まとめ 
地震荷重小委員会は、今後、細分化された学問領域を横断・総合し、関連委員会との連

携強化をはかる一方で、小委員会活動の独自性をより明確化していく必要がある。また、

大振幅レベルの入力地震動に対し、建物の終局状態に至るまでの耐震性能を的確に評価で

きる応答指標と設計クライテリアの提案を行うとともに、建物の倒壊抑止など安全性を制

御するために必要な地震荷重設定法の提案を行っていきたい。 
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強震観測とモニタリング（その 1）強震観測の立場から 

強震観測小委員会・鹿嶋 俊英(建築研究所) 

１. はじめに 

日本の強震観測は 1950 年代に始まり、その黎明期より建物は観測の重要な対象であった。
1970 年代の超高層建物の建設や 1980 年代の免震建物の実用化でも、実建物による設計法の
検証や効果の確認が不可欠であり、強震観測は重要な役割を果たしてきた。強震観測は古く

から建築と密接な関係にあったと言える。 
日本建築学会に設けられた強震観測小委員会は、建物の耐震構造や地震防災の立場から強

震観測と強震データを扱う研究委員会である。その組織形態に変遷はあったものの、長い歴

史を有する研究委員会であり、現在は構造委員会振動運営委員会の下に位置付けられている。

本稿は、強震観測小委員会の活動を通して、兵庫県南部地震以降の強震観測の動向を振り返

る。なお、強震記録は、振動運営委員会傘下の全ての小委員会の研究分野で活用されており、

その応用に関しては各小委員会からの話題提供に含まれるので、ここでは強震観測網、強震

記録、及び観測技術に密接に関わる話題に焦点を合わせる。 

２. 強震観測小委員会の活動 

強震観測小委員会の活動履歴については他の講演で概説されるので、ここでは小委員会が

開催してきたシンポジウムを振り返り、対象としてきた研究課題の変遷を追いたい。小委員

会では 1995年からこれまでに 5回の「強震データの活用に関するシンポジウム」と題したシ
ンポジウムを開催している。各シンポジウムの副題は以下のとおりである。 
・ 第 1回(1995年 4月 12日) - 強震データベースの現状と共同利用の試み - 
・ 第 2回(2000年 12月 1日) - 建物の耐震性能設計を目指した強震観測 - 
・ 第 3回(2002年 12月 18日) - 建物の強震観測に関する将来像 - 
・ 第 4回(2005年 3月 11日) - 最近の地震に建築物はどう応答したか - 
・ 第 5回(2008年 12月 15日) - 社会に役立つ強震観測 - 
第 1 回のシンポジウムは当初、1995 年 1 月 20 日の開催が予定されていたが、直前の兵庫

県南部地震の発生を受けて 4 月に延期された。副題は「強震データベースの現状と共同利用
の試み」とされ、当時の強震データベースの現状がレビューされ、その有効活用が議論され

た 1), 2)。兵庫県南部地震以前には、大規模な強震観測ネットワークや広く公開されたデータベ

ースは存在しておらず、多くの機関が保有する強震データを如何に有効に活用するか、ある

いは複数の機関が共同で観測したりして観測の密度を上げる方策が議論された。 
第 2回の開催は 2000年であり、それまでに日本の強震観測の状況は激変した。後述するよ

うに、5,000以上の地盤上の観測地点が新設され、また多くの強震データがインターネット等
を通じて容易に入手できるようになった。シンポジウムではこのような状況を踏まえ、「建物

の耐震性能設計を目指した強震観測」と題して、強震観測や強震データをどのように建物の

耐震設計に役立てるかという観点で議論が行われた 3), 4)。 
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第 3 回のシンポジウムは、「建物の強震観測に関する将来像」との副題で、2002 年に開催

された 5), 6)。充実した地盤上の強震観測に比べて数量的に劣り、また対象建物や地域的な偏り

が存在する建物の強震観測を改善する方向が議論の的であった。 

第 4回のシンポジウムは 2005年に開催され、副題は「最近の地震に建築物はどう応答した

か」であった 7), 8)。21世紀に入り、2003年十勝沖地震や 2004年の紀伊半島南東沖の地震、2004

年中越地震など大きな地震を経験し、地盤上だけではなく建物内での強震記録も蓄積されて

きた。第 4回のシンポジウムはそのような状況を受けたものである。 

第 5回のシンポジウムは「社会に役立つ強震観測」との副題で、2008年に開催された 9), 10)。

強震観測の普及のためには、必要なインフラとして社会に広く認知してもらうことが不可欠

であり、その観点から建物の強震観測が社会にどう役立っているか、また社会に役立つ強震

観測とはどういうものかが議論された。 

これまでの強震データの活用に関するシンポジウムのテーマを概括すると、強震データが

まだ十分ではなかった第 1 回のシンポジウムは、観測地点の不足をどのように補い、限られ

た観測データをどのように有効活用するかが論点であった。一方、兵庫県南部地震以降のシ

ンポジウムでは、地盤系の観測地点の増強を受けて、それを建物の耐震設計にどう生かすか、

あるいは建物の強震観測を如何に充実させるかが課題となった。 

３. 強震観測の進展と成果 

1995年以前の強震観測は、複数の機関がそれぞれの強震観測網を維持し、強震観測事業推

進連絡会議が強震観測機関の間の連絡調整や情報収集と整理、あるいは出版機能を担ってい

た 11)。観測を担う機関の数は多かったが、それぞれの機関の観測網の規模は大きなものでは

なく、互いに補い合うことが不可欠であった。現在でも強震観測事業推進連絡会議の枠組み

は維持されているが、強震観測を取り巻く状況は、兵庫県南部地震以前と大きく異なってい

る。最も大きな進展はもちろん、地盤系の観測地点の充実である。 

まず、防災科学技術研究所の強震観測ネットワーク(K-NET)と基盤強震観測網(KiK-net)の整

備が挙げられる。K-NETは全国をほぼ 20 kmから 25 km間隔で覆う 1,000地点以上の観測網

である 12)。その均一な密度が特色であり、質の高い強震記録を供給し続けている。強震計は

地表のみに設置されているが、すべての観測地点で深さ20 mまでのPS検層が行われており、

表層地盤の影響もある程度検討することができる。K-NETで得られた強震記録はウェブ上で

即座に公開される。 

KiK-netは、地震調査研究推進本部の推進する地震に関する基盤的調査観測(基盤観測網)整

備の一環として設置が進められており、高感度地震観測網(Hi-net)に併設されている 13)。700

地点近い観測施設は、高感度地震計の埋設のために掘られたボアホール内と地表に 2 台のセ

ンサーを有している。KiK-netの強震記録も K-NET同様ウェブ上で公開されている。 

気象庁は、従来基本的には体感によって決定していた震度を、加速度記録から演算によっ

て算出する方式に改め、震度観測地点を大幅に増強した 14)。現在、気象庁直轄の震度観測地

点は約 600 地点となっている。各観測地点で用いられている震度計は、基本的に強震計と同

一の機構を有し、加速度記録が収録される。気象庁の震度計で得られた加速度記録は気象業

務支援センターから定期的に刊行されている。 
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更に、全国の都道府県は、消防庁の補助金を得て、震度情報ネットワークを整備した。こ

れは、各都道府県下の市町村単位で震度計を設置し、震度情報を即座に集約して防災対策に

役立てようというものである。震度計の総数は 2,800 台に及ぶ。震度情報ネットワークで得
られた加速度記録の一部は、大都市圏強震動総合観測ネットワークシステムとして公開され

ている 15)。また、大きな震度が観測された場合は、気象庁が震度情報ネットワークの加速度

記録を収集して、公開する。 
さて、これらの強震計や震度計は 1996 年から 1997 年にかけて新たに整備されたもので、

その信頼性を維持するためには観測機器の更新が不可欠であった。このため K-NETでは 2004
年から、KiK-net では 2007 年から新しい機器への更新が進められた。また、都道府県の震度
情報ネットワークについても、総務省消防庁の交付金が措置され、2010年から更新が進めら
れている。強震観測小委員会では都道府県の震度計の更新に際し、自治体の震度計で得られ

た記録が防災関連の研究開発や技術開発に活用されるように、地震波形データの保存や地震

波形データの書式と収得方法の標準化を求めて、消防庁に要望書を提出した 16)。 
ここで述べた観測網の観測地点の総数は 5,000 を超える。自治体の震度情報ネットワーク

以外の観測記録は容易に入手できる。これらの観測網から得られた膨大なデータセットは、

地震学や地震工学の分野で様々な成果を挙げている。震源から地盤震動に至るまで研究対象

は広範で、ここでは詳細に述べることはできないが、例えば文献 17)にまとめられている。 
また、個々の記録を見ても、話題となった強震記録は多い。建物の被害や地震応答に関連

するものを取り上げれば、例えば 2004年新潟県中越地震では、小千谷小学校の校庭にあった
K-NET観測地点(NIG019)で、最大加速度が 1.5Gを超える強震記録が得られた。震度に換算す
ると 7となる強烈な地震動であったが、小学校校舎の被害は小破であり 18)、観測記録と建物

被害との関係をどのように説明するかが課題として浮かび上がった。また、2007年新潟県中
越沖地震では、柏崎市庁舎の敷地内に設置された K-NET柏崎(NIG018)の強震計と新潟県震度
情報ネットワークの震度計で、地盤の液状化に伴うサイクリックモビリティが顕著に表れた

強震記録が得られた。K-NET柏崎の記録の最大加速度は 0.7G、震度に換算すると 6強となる。
敷地内に建つ市民ホールは大破したが、市庁舎は小破であり、その地震動入力のメカニズム

が詳しく検討された 19)。 

４. 建物の強震観測の現状 

日本における建物の強震観測の全貌は、実はよくわかってはいない。建築研究所や都市再

生機構などの独立行政法人、電力、NTTや建設会社などの民間機関、大学などの教育機関な
ど様々な機関がそれぞれの立場で建物の強震観測を実施している。観測対象建物の所有者や

管理者の意向で表に出せない、あるいは観測の目的が研究的ではなく論文などの形で表に出

ない事例も相当数あると思われ、正確な状況の把握は困難である。それでも全体像の把握を

目指して、いくつかの調査が行われている。 
筑波建築研究機関協議会(BRIC)の勉強会では、1990 年から 2001 年までの日本建築学会大

会梗概集を中心に文献調査を行い、当時の建物の強震観測の現状をまとめている 20)。この調

査では、127 件の観測建物が抽出されている。また、建築研究所は、2003 年に公団や電力等
の公的機関及び建設関係の民間企業を対象に、建物を対象とした強震観測のアンケート調査
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を行い、159 事例をまとめている 21)。両者の結果には少なからぬ重複があると思われるが、

その実数は定かではない。両者の結果を併せると、以下のような傾向が指摘できる 22)。 
x 近年の建物の強震観測は建設系の企業が主要な担い手となっている。BRICの調査では半数
以上、建築研究所の調査では 2/3の観測物件が建設会社の管理となっている。加えて大学、
設計事務所、電力/通信系、公団や鉄道系の企業など様々な機関によって観測が行われてい
る。 

x 建物の強震観測の場合、新しい技術の開発や検証が主要な動機のひとつである。このため
近年導入が盛んな免震構造や制振構造の建物の観測が観測事例の中の多くを占めている。

BRICの調査では 1/3が、建築研究所の調査では半数以上が免震あるいは制振構造である。 
x このような背景から、首都圏や大阪、名古屋などの大都市圏での観測事例が多く、BRICの
調査では 2/3を、建築研究所の調査では 9割が大都市圏にある。都市圏には建物数が多く、
また新しい技術を導入した物件も多くなるので当然とも言える。一方建物の階数を見ると

極端な偏りはなく、幅広い分布を示す。 
これらの調査結果は若干古いものなので、その後の建物の強震観測の動向を探るために、

強震観測小委員会が更に文献調査を行った 23)。調査対象は BRIC の調査以降の 2002 年から
2008年の日本建築学会大会梗概集で、この間に発表された強震観測の対象建物は 119棟と集
計されている。全般的な傾向は BRIC の調査と変わらないが、木造建物の観測が行われるよ
うになったことや、北海道、宮城県、新潟県などの観測事例が増えたことが指摘されている。

調査期間内に北海道、東北、北陸で地震が頻発したことも影響していると思われる。これら

の調査結果を踏まえ、建物の観測総数は 300棟程度と見積もられている。 

５. 建物の強震観測の動向 

強震観測の動向をまとめるのは難しいが、最近重視されている観測対象や、取り組まれて

いる研究や技術開発について概観を試みる。 
5.1 入力地震動の検討 

前章でも述べたが、地表で観測される地震動の大きさと、近傍の建物の被害の程度との不

整合は、近年しばしば指摘されるようになった。多くの地震動記録は地表で得られており、

また設計用の地震動は工学的基盤上や地表面上で規定される場合が多い。このため、信頼で

きる耐震設計を行うためには、入力地震動の適正な評価が極めて重要な課題となっている。

これまでも、地盤と建物の動的相互作用として研究が進められてきているが、実際の現象は

複雑で、強震観測によって現象面からの解明の必要性は高い。 
5.2 長周期地震動と長周期構造物の応答 

2003年十勝沖地震の苫小牧での石油タンクの火災は、長周期地震動が世間の注目を集める
契機となった。また、2004年中越地震では、震央から 200kmも離れた都内の超高層建物のエ
レベータが破損するなど、関東平野での長周期地震動の励起が問題となった。長周期構造物

の増加によって長周期地震動の問題の重要性は増しており、長周期構造物は長周期地震動の

励起が想定される大都市圏に多い。近年の観測技術の進展によって、長周期地震動とそれを

受ける長周期構造物の挙動は徐々に明らかになってきているが、歴史も浅く観測事例は限ら

れている。緊急に強震観測の強化が望まれる分野である。 
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5.3 建物の健全性評価 

建物の地震応答、特に建物が損傷を受けるような大きな地震動を受ける場合の挙動は、建

物の強震観測の本来の重要な標的である。実際には強震観測対象の建物は限られており、損

傷を受けた地震の記録を得ることは難しい。それでも軽微な被害を受けた建物の観測事例も

いくつか報告されており、また、振動特性の経年変動や振幅依存性などの知見も蓄積されて

きている例えば 24)。この分野は近年さまざまな取り組みがなされており、しばしばモニタリン

グという言葉で表わされる。詳細は構造ヘルスモニタリング小委員会の発表に譲るが、建物

の健全性診断や損傷評価は、建物の所有者や利用者に安全に関わる情報を提供できる有用な

技術であり、建物の強震観測の普及にも大きな役割を果たすと思われる。 
5.4 新技術を用いた観測機器の開発 

強震計は、堅牢で耐久性の高い機器であるべきとされ、信頼性の高い技術や部品を用いる

ため、それなりのコストが必要であった。現在でも基幹となるような観測は、このような考

えに支えられている。一方で、建物の観測では、少なくても建物の基礎と頂部、場合によっ

ては更に広がりを持ったセンサー配置が必要であり、如何にコストを下げるかが普及の鍵と

なる。そこで、ある程度性能を犠牲にしても多数のセンサーを設置したいとの考えも成り立

つ。近年技術開発が盛んな半導体技術を使ったセンサーや LANを使ったデータ転送などは大
幅なコスト低減を可能としている。観測の大幅なコスト低減は、構造ヘルスモニタリングの

実用化にも必須の要件である。 
5.5 建築研究所の取り組み 

最後に建築研究所が取り組んでいる課題を紹介する。建物の強震観測事例を大幅に増やす

ことができれば、それは最善である。しかしながら現状では厳しいと言わざるを得ず、限ら

れた予算や人員で最大の成果を挙げることのできる観測を目指す必要がある。このような状

況で、建築研究所では入力地震動や長周期構造物の観測に重点的に取り組んでいる。また、

国土技術政策総合研究所は、総合技術開発プロジェクト「地震動情報の高度化に対応した建

築物の耐震性能評価技術の開発」を進めており、このプロジェクトでは”各種建築物の地震観
測によるデータ等を用いて地表面の「地震動」と建築物に作用する「地震力」との関係を解

明する”ことを柱としている 25)。実際に、入力地震動の解明に焦点を絞った強震観測もいくつ

か計画されており、観測地点の選定にあたっては建築研究所の強震観測との連携を図ってい

るところである。 

６. 今後の課題と展望 

強震観測は地震が発生して初めて成果が得られるものであり、長期的展望に立って観測網

を整備し、維持管理してゆく根気の良さが求められる。一方で、予算に見合った成果を常時

発信してゆくことが、長期に継続するために不可欠である。更に入力地震動や長周期地震動

など時代の要請に的確に応えて行くことも大切なことである。継続性と適応性を両立させる

ためには、基幹的な観測と課題対応型の観測の二面性が必要となる。 
観測機器に関しても、基幹となる観測に用いる高性能な強震計と、広く普及に供する普及

型の強震計へと二極化の方向にあると考えられる。長期に渡って維持し、リファレンスとな

るような観測は基幹的観測と位置付け、優れた信頼性と耐久性を有する高性能な強震計を用
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いる必要がある。一方で、広範かつ大量に観測地点を増やし、どこにでもある強震計を目指

すためには、廉価な観測システムが必要である。また、広く一般への普及を図るには、地域

防災や建物のメンテナンスシステムへの組み込みなど、社会に役立つ工夫も必要となる。 
建物の強震観測は、その目的として耐震設計技術の向上を謳っている。しかしながら、そ

の成果が陽な形では見えにくい。更なる観測網の増強に加え、設計への反映や行政への橋渡

しで一層の工夫が必要である。数十年同じ場所で観測を続けて見えてくることもあるし、ひ

とつの地震を多面的に捕らえて分かることもある。長期的戦略が必要な強震観測を、如何に

社会的に必要なインフラとして認知してもらうかが課題となっている。 
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強震観測とモニタリング（その２）構造ヘルスモニタリングの立場から 

構造ヘルスモニタリング小委員会・西村 功（東京都市大学） 
 

1. はじめに 
 構造ヘルスモニタリング小委員会は、2002年 4月より「振動・波動に基づく構造性能評価
WG」として活動を開始し、同年 12月より小委員会に昇格した後、約 10年間継続的に活動を
行ってきた。本小委員会は、「振動計測による建物構造物の損傷検知」を主たるテーマとし

ており、関連する様々な応用技術に関する理論研究、実証研究、情報の交換、耐震構造技術

へのフィードバックなど多岐にわたる活動を行っている。振動運営委員会主催の本シンポジ

ウムでは、過去の委員会活動を振り返り、建築構造物の振動観測技術と将来展望について考

えてみたい。 
 
2. 構造ヘルスモニタリング技術とは何か？ 
 本シンポジウムが建築学会の構造委員会傘下にある振動運営委員会主催で開催され、構造

ヘルスモニタリング小委員会は振動運営委員会の中の小委員会であることを踏まえたうえで、

この技術が今後の社会あるいは耐震構造工学に与える影響について改めて考えてみたい。そ

のためには、耐震構造工学の置かれている昨今の現状について、まず考察する必要があろう。

その後、耐震工学としての構造ヘルスモニタリング技術とは何か、同技術の現状と今後につ

て私見を述べたいと思う。 
 
2.1 阪神淡路大震災後の建築構造工学の歩み  
 建築耐震構造学は我が国における構造工学の一分野ではあるが、地震大国である我が国に

おいては構造工学分野の必須技術体系として今日まで発展してきた。しかし、建築耐震構造

学は純粋な科学というよりも、震害を教訓として学ぶ姿勢に重きを置き、経験知の蓄積とし

て耐震法規を改定するというプロセスをとって進歩し現在の形をとるに至ったことも忘れて

はならない事実である。大きな目で見れば、震害の観察はセンシングであり、耐震規定の改

正は社会的なフィードバックである。従って、建築耐震工学は経験と教訓という現象論的な

体裁に大きな比重を置いてはいるものの、依然として、その発達の初期から科学としての体

裁も整えているのである。勿論、科学としての体裁を整えていないものは、現代社会におい

ては殆ど信頼を得ることができないからでもある。  
 しかし、科学というものは、現象論的な枠組みから発して、より一般的な因果関係に基づ

く広範な事象を客観的に説明しようとする方向に向かうのが、歴史的にみても自然な流れで

ある。建築耐震工学のみが世の中の人々が共有している科学に対する普遍的な認識の外に存

在することはできない。結局、大地震があり震害に遭遇するたびに耐震規定を改正するとい

うやり方に、多くの人がやり切れなさを感じ始めたのである。大地震とはどれほど大きく、

建築構造物の耐震性能とは一体何がどれほど必要なものなのかを客観的に定量化しない限り、

耐震規定を法制度の中に組み込むことができなくなったのである。1981年の保有耐力設計法
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（新耐震設計法）による耐震構造規定の大きな改正の背景には、以上のような感情が社会全

般に存在したことを認識しておかなければならない。 
 新耐震設計法が施行された当時、我々は科学的な思考方法により耐震工学が到達した高い

レベルに対して、誇りさえ感じたものである。ここでいう科学とは、前提条件（サポジショ

ン）を設定し、論理の展開（ロジック）によって合理的な結論（コンクルージョン）を導く

ことを意味している。もしも得られた結論が観測結果や実験結果と整合しなければ、前提条

件は間違ったものであり、論理展開が正しいとしても、提示された結果が一般的だとは言え

ない。逆に、導かれた結論が常識を打ち破るような結果を予想するものであったとしても実

験結果や観測事実を合理的に説明できるものであれば、設定された前提条件を否定すること

はできないのである。これが、科学的な見方である。新耐震設計法が施行された当時、我々

は正しいと信じる前提条件のもとに論理を展開し、結果として耐震規定が合理的に改正され

たと思ったのである。 
 当時、皆が検証せずに認めた一つの前提条件があった。それは、大地震の大きさである。

大地震として認識されるレベルについて、当時は極めて大まかな議論しかできなかったにも

かかわらず、不思議なことに殆どの関係者にとって、法律を制定するという観点から見た大

地震のレベルについては、完全なコンセンサスが得られたのである。すなわち、大地震と言

えば、最大加速度は 300 ガル程度を超えることはまずないであろう、あるいは、建物応答加
速度で考えれば低層建物であっても１G を超えることはまずないであろう、超高層建物であ
れば従来の既往地震動で計算しておけば、ほぼ安全であろう、と言った類の認識である。こ

の前提条件があったために、保有耐力設計法は大きな成功を収めたのである。まず、従来の

許容応力度設計法で一律 0.2 と定められていた設計用せん断力ベースシア係数が、保有耐力
検討時は 1.0 に引き上げられた。この事実にも関わらず、最終的に設計が終了した建物に必
要とされる鋼材の量はほとんど変化しなかった。設計からみた大地震のレベルは変わらなか

ったのである。なぜこのようなことが可能だったのであろうか。それは、変形能力があれば

必要保有耐力を低下させることができたからである。つまり、耐力ではなく変形能力という、

今まで評価されなかった構造性能を耐震規定に盛り込むことによって、設計用地震レベルを

5倍まで高めることに成功したのである。 
 ところが、1995 年 1 月 17 日を境に我々は非常な矛盾に直面せざるを得なくなったのであ
る。強烈な地震動が観測され、想定外の震害に遭遇したのである。しかし、その後の人々の

対応はその立場によって、様々に異なるものとなった。ある者は法律体系を守ろうとし、あ

る者は地震動の大きさを客観的に観測することから見直そうとし、ある者は新しい技術開発

によって事態を打開しようとした。様々な努力が、異なった認識を出発点として一斉に開始

されたのである。そのため、社会が予期せずして遭遇することになるその後の様々な問題に

対して、我々は一致団結して解決に当たることが極めて困難になったのである。認識を共有

するものは一体誰なのか、皆が踏み絵を始めた。これが、事態をより不幸にしてしまった。

実は、全ての問題の根本にある原因を共有することができなかったがために、言い換えるな

らば小異を捨てて大同につくことができなかったがために、我々は戦略を立てることさえで

きず、敵と味方の区別さえつかなくなってしまったのである。16年経った今でも、事態は全
く変わっていない。以上が阪神淡路大震災から 16 年経った建築耐震構造学に対する私見で
ある。本日、振動運営委員会主催のシンポジウムにおいて、構造ヘルスモニタリング小委員
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会を代表して、この技術が我が国の耐震建築工学の一分野として何ができるのか、阪神淡路

大震災後に何ができるようになり、何ができなくなったのかを振り返ったとき、私はこの点

をまず明確にしておきたいのである。では、構造ヘルスモニタリング技術を、建築耐震構造

学の一分野として見たとき、大地震とは何かについて答えを用意することができるのでろう

か？ この一点に絞り、以下の議論を進めたい。 
 

2.2 耐震構造分野における構造ヘルスモニタリング技術の果たすべき役割と定義  
 既に述べたように、建築耐震構造学における共通のサポジションが崩壊してしまったため

に、今日における諸問題の解決は著しく困難なものとなった。なぜなら、論理が展開できな

いからである。もちろん、結論も異なったものになる。このような状況の下で、「構造ヘル

スモニタリング技術に何ができるか？」とか、「構造ヘルスモニタリング技術は役に立つ技

術か？」などの問いに答えることは、踏み絵を踏むかどうかという問題に過ぎない。もちろ

ん、当事者にとっては死活問題であるが、根本的な問題の解決にはならないのである。然し

ながら、そのような状況下にあっても言葉の定義を避けていたのでは何も始まらないのであ

る。敢えて、構造ヘルスモニタリング技術とは何かという問いに答えようとすれば、耐震構

造工学の最も重要な課題である「大地震レベルの共通認識の醸成に向かって、必要な個別技

術を開発し定量的に意味のある耐震性能評価手法を提示する技術体系」であると定義したい。

なぜ、この定義が必要なのかを再度述べれば、建築耐震構造学における共通の前提条件であ

る、「大地震」のレベルについて、皆の同意を取り付けることが今ほど必要なときは無いか

らである。 
 阪神淡路大震災直後に、構造界は新耐震設計法で定められていた極限的な地震動レベルと

観測された地震動レベルのずれや震害の甚大さに対して合理的な説明責任を果たすことなく

次のステップに進んでしまったために、必然的に今日の行き詰まり状態に至ったのである。

社会的な説明責任を果たすことなく、耐震構造工学の進歩はない。我々は今日の動きのとれ

ない状況、例えば、25 カイン弾性、50 カイン弾塑性で設計した超高層建物に、記録された
地震動を入力すると必ずしも、想定された範囲の応答には留まらないことを社会に説明して

いるだろうか。新耐震設計法で設計された建物は被害が少ないと主張することは現象論であ

って、現行の設計体系の前提条件である大地震のレベルを変更しなくても良いかどうかとは

別の問題である。もしも、現行設計体系で決めた大地震のレベルが妥当だとしたらその理由

はなにかを明確にする必要がある。論理がどれほど正しくとも、前提条件が崩れてしまった

以上、結論には一般性がない。姉歯事件の遠因を探れば、「大地震が起こった時には、法令

を守っていてもいなくても、結果はどうせ同じだ。」という漠然とした感情が、構造エンジ

ニアの間に広まっていたことが関係してはいないだろうか。 
 建築基準法は最低レベルの耐震性能を保証したものだから、今後予想される地震動が大き

くても耐震規定を変更する必要はないと言ってしまえばそれまでである。実際に、新耐震で

設計された建物の被害はそれほどでなかったと言ってしまえば、それまでである。被害の実

態と設計レベルに大きな差があることは分かっているのであるから、建物には余力があると

すればその量は一体どれほどなのかを示すべきである。あるいは、建物に入力する地震動は、

フリーフィールドで観測された地震動よりもずっと小さいことを示さなければならない。新

耐震設計法が成立した背景を考えれば、この設計体系が成立したアプローチそのものを大切
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にするべきなのである。1981年以前の、決別したはずの古い手法（震害と教訓）に戻ること
は社会が認めないし、また、社会に説明せずに構造界がかってに先祖がえりするようなこと

は許されないのである。我々は、この点に気がついていないのだとしたら余りにも不勉強で

あるとしか言いようが無い。実際は、もっと別の理由によって、大地震のレベルに対して明

確な回答を避けているのが実情ではないだろうか。大地震のレベルに対する認識の違いが、

実務家、研究者、行政、しかも、各個人でさえ大きく異なる現状においては、研究成果や開

発成果を法改正によって社会に還元しようとする手法そのものさえ、機能不全に陥っている。

こうして我々は、何一つとして解決できない深い闇の中で、現状を追認しているだけなので

ある。なぜなら、本質的な問題の所在を明確にしないから、解決手段を考察するスタートポ

イントにさえ立つことができないのである。 
現代のように多くの課題を抱えた時代にあっては、我々は一致団結して問題の解決に当た

らなければならない。そのためには、大地震のレベルについて少なくとも合意しなければ、

何も始まらないのである。だからと言って、大地震のレベルについて同じ考え方を持つ者が

集まり、踏み絵を行うことで他者と区別し既得権を守ろうとする努力からは何も生まれない

のである。進歩しない社会に住んでいることが、現代人の深い憂鬱の根本原因である。なぜ

進歩しないのかと言えば、問題の本質を無視しているからである。問題が設定されさえすれ

ば、皆で協力して問題を解決することが可能である。問題の本質が分かっていながら、躊躇

している時間の余裕はもはや無いのである。 
では、どうすればよいのであろうか。勇気を出して一歩前に進む以外に無い。例えば、次

のように考えたらどうであろうか。中規模の地震であれば、建物の被害も少なく観測結果や

地震動記録なども十分な精度を持ったデータが数多く得られるであろう。そのデータをベー

スとして、新たなディスカッションの出発点としてはどうだろうか。保有耐力設計法で設計

された建物では、どの程度の応答値が計測され、数値計算で予想された弾性範囲の変形量を

超えたのか超えないのか、また、その後の振動計測などによる損傷検知結果は建物の損傷を

計測できるのか否か。さらに、減衰装置などを有する建物の被害は、事前予測に基づく損傷

の低減を達成することができたのかどうか。免震構造は事前に予測されたとおりの性能を発

揮したであろうか。もしも、予想よりも大きな地震入力に対しても性能を発揮して建物被害

を食い止めることができたならば、限界となる地震の大きさはどれだけなのか。その限界値

は阪神淡路大震災の時に計測された値と比較して、どちらが大きいのか。少し考えただけで

も、大小さまざまで、多種多様の問題に同じ視点からアプローチできることに気づくのであ

る。「大地震」とはどれほどのレベルの地震動か。この一点を明らかにするために、皆が持

てる力を合わせようではないか。自分の所属するセクトの既得権を主張するのは、結局は社

会的に大きな損失になることを理解すべきである。 
中規模の地震動に対して、建物応答と地震動との相関が説明できるようになれば、大地震

に対する設計レベルの設定についても構造技術者、あるいは研究者の間で合意を得ることは

困難ではない。もしも、ある程度普遍性のある合意が形成されれば、耐震規定の地震動レベ

ルを引き上げるべきか否かの問題についても、自然に合意が形成されるであろう。このよう

に、構造ヘルスモニタリング技術の普及は、構造界が 1995 年の地震以降、宿題としてきた
問題に最終的な回答を与える役割を果たすことになる。否、構造ヘルスモニタリング技術だ

けでなく、様々な分野で行われてきた個別の努力についても同じことが言えるのである。本
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節の冒頭で示した定義は、構造ヘルスモニタリング技術の普及が、大地震の地震動レベルに

ついての社会的合意形成を目的としていることを改めて指摘しておきたい。 
 
2.3 構造ヘルスモニタリング技術と構造設計 
 我が国の耐震構造技術は、保有耐力設計法という優れた設計体系に集約されている。この

設計法はサイスミックリスクのある諸外国のどこでも十分に通用する普遍性を有している。

しかし、この設計法を英語に翻訳したところで、どの国のエンジニアもこの設計基準を用い

て建築構造を設計しようとはしないであろう。理由は簡単である。日本人の構造設計者で建

築基準法に則って設計することが好きな者は、殆ど一人もいないからである。誰一人として

生き生きと設計業務に携わることができないような微に入り細に入った法規を英語に翻訳し

たところで、誰も利用するわけはないのである。設計指針に書かれたとおりに設計しないと

許可されないので、膨大な量の設計図書を作成しているに過ぎない。設計者が自らの判断で

設計用地震力を設定することも許されていない現状では、設計者の役割はコンピュータ以下

となる。思想的には大変優れた設計体系でありながら、魅力が失われてしまったのは何故で

あろうか。次に、この点を考えてみたい。 
重要なことは、設計エンジニアが誇りを持って設計業務に携われる環境を作ることである。

では、構造ヘルスモニタリング技術で何が可能になるのであろうか。これは私見であるが、

基準法の最低基準を守るのではなく、それ以上のクライテリアを目指した設計を行ったとき

には、モニタリングシステムを設置して設計条件が竣工後に満足されているかどうかを確認

できることを条件に、地震荷重の分布や設計用地震荷重の大きさと建物損傷レベルの設定を

設計エンジニアの責任で行うようにしてはどうであろうか。もしも、構造ヘルスモニタリン

グ技術を併設することを条件に建築基準法で定められた多くの仕様規定や地震力に関する規

定を設計者が自由に決められるようになれば、構造エンジニアに笑顔が戻ってくるのではな

いだろうか。この方が、最新の研究成果や開発成果を短期間に市場に投入することが可能と

なる。30年も研究して何も新しい成果が出ないようでは、最早、間に合わないのである。 
 事実として、想定外の大地震が起きて建物の被害が発生しても、政府や地方行政が責任を

持って個人財産である建築物の損害を補償することが無い以上、地震荷重の設定が設計者に

任されても良いのではないだろうか。我々は自分の財産と自分の生命は自分自身で守らなけ

ればならないのである。この基本的な認識に立って考えるならば、自分の財産である建築構

造物の性能を担保する構造ヘルスモニタリング技術は新しい市場を形成することができると

思うのである。それだけでなく、各分野で行われてきた様々な努力の成果が、迅速に応用さ

れる環境を整えることになるはずである。建築基準法を満足するだけでは、現在想定されて

いる大地震に耐えることは無理であるという事実を、社会に対して正しく説明する必要があ

る。 
 
2.4 構造ヘルスモニタリング技術への批判と現状 
 最後になったが、構造ヘルスモニタリング技術の現状と置かれている立場について述べた

い。構造ヘルスモニタリング技術は建築耐震構造の一分野に属している。従って、今まで指

摘したような前提条件が無ければ、必要のない技術となる。つまり、現行法規が設定された

地震動に対して無矛盾で存在し、法規を守って設計した建物に大きな震害が無い。という立
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場をとれば、何をいまさら測っているのか。優秀な解析ソフトがあり建物応答は十分な精度

で予測でき、その予測に従って免震構造や制震構造が設計されているのに、建物応答を計測

する意味などは無い。こうした意見が存在しているのに、一方では、E ディフェンスで大型
の実験を繰り返しているのである。構造耐震工学全体を俯瞰すると、理解に苦しむような状

況である。論理的な話ができるのは、極めて小さな領域でのみ適応できる現象論的な記述だ

けなのである。 
一方で、もっと直接的な批判が存在することも承知している。構造ヘルスモニタリング技

術では建物の振動モデルの同定さえ正確にはできないのではないかという意見である。正直

にいえば、現象を表現することのできる振動モデルが必ずしも因果関係を表現できるモデル

とは限らないのである。つまり、地震に伴う建物応答をある程度正確に再現できる数学モデ

ルができたとしても、その数学モデルで原因を説明できるかどうかは、不明のままである。

しかし、これは構造ヘルスモニタリング技術の責任ではない。現在、建築構造で使っている

数学モデルが実情と遊離しているのは、なにも構造ヘルスモニタリングに限ったことではな

いからである。このように、現象を後から説明することは簡単でも、現象を事前に予測する

モデルを作ることは不可能なほど困難である。従って、建物剛性の評価でさえ事前に行うこ

とは極めて難しいと言わざるを得ない。局所的に発生している損傷を、全体応答を俯瞰した

だけで損傷部位までを特定することのできる同定手法の決定版のような技術は今のところ知

られていない。また、建物の存在によって地震入力がどの程度低減するのかについても、デ

ータが不足していて明確に定量的な結論を出すには至っていない。 
しかし、具体的な技術の発展について述べれば、インターネットの発展やセンサー技術の

進歩など、飛躍的な技術発展が最近の十年間で達成されたのである。従って、数年前までは

不可能であったような価格で建物の振動計測とデータ処理を行うことが可能になったことは

事実である。こうした周辺技術の発達を利用し、研究開発の正しい方向性を導くことこそ最

も重要な課題なのである。 
  
3.今後の課題と展望 
 阪神大震災以降の構造工学分野の進展は、共通の認識が欠落した状態で、分野ごとに異な

ったヴィジョンを求めて進んできた。個々の技術は発達し、大きな成果を収めたように見え

るが、統一感が欠落してしまったために、実際に応用することが極めて困難な状況にある。 
現在の耐震構造分野における閉塞状況は、一致団結して問題を解決しようとする視点が大

きく欠落していることによって生じている。おそらく、対象としなければならない大地震の

レベルは、従来考えられていたよりも大きい。少なくとも、この事実だけは認めなければな

らない。その大きさの程度、耐震設計側から見たときの対応の仕方、耐震規定をどのように

変更するのかという視点、都市防災に必要な地震レベルの設定と建築構造単体に必要な耐震

性能の相違、建築基準法における最低基準の再定義、免震構造や制震構造などの性能表示方

法の検討、耐震補強の性能評価、など多くの緊急かつ重要な課題を統一的に解決していくた

めには、皆が共通の土俵に立つことが何としても必要である。本質的な問題点の存在を皆が

認識すれば、構造ヘルスモニタリング技術が、各分野に共通する土俵を構築するために果た

しうる役割は決して小さくはないのである。 




